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平成２６年士幌町議会第４回定例会

１ 議事日程第２号

１２月１５日（月曜日）午前１０時開会

日程番号１ 会議録署名議員の指名

日程番号２ 一般質問

１ 出村 寛 電気料金値上げについて議員－

２ 中村 貢 老朽化した公共設備の整備について議員－

３ 大西 米明 人口減少対策について議員－

４ 細井 文次 教育委員会制度改革議員－

５ 清水 秀雄 国保病院について議員－

６ 飯島 勝 公共施設の利用料についてついて議員－

飯島 勝 農業貨物自動車の車検延長について議員－

７ 森本 真隆 除雪に対する今後の対応について議員－

８ 服部 悦朗 農家戸数・農家人口の減少について議員－

服部 悦朗 高齢者対策について議員－

９ 和田 鶴三 子育て制度について議員－

２ 出席議員（１２名）

１番 秋間 絋一 ２番 飯島 勝 ３番 森本 真隆 ５番 細井 文次

６番 出村 寛 ７番 服部 悦朗 ８番 清水 秀雄 ９番 中村 貢

１０番 和田 鶴三 １１番 大西 米明 １２番 加藤 宏一 １３番 加納 三司

３ 欠席議員（０名）

４ 地方自治法１２１条の規定による説明のための出席者

町長 小林 康雄 教育委員長 力石 憲二

代表監査委員 佐藤 宣光

５ 町長の委任を受けて出席した者

副町長 柴田 敏之 保健医療福祉センター長 山中 雅弘

総務企画課長 寺田 和也 会計管理者 土屋 仁志

町民課長 波多野 義弘 保健福祉課長 大森 三宜子

産業振興課長 高木 康弘 建設課長 増田 優治

道路維持担当課長 佐藤 英明 子ども課長 高橋 典代

病院事務長 奥村 光正 特別養護老人ホーム施設長 金森 秀文

子ども課長 高橋 典代 消防署長 荒田 雅則

６ 教育委員長の委任を受けて出席した者

教育長 堀江 博文 参与 笠谷 直樹
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教育課長 辻 亨 給食センター所長 鈴木 典人

高校事務長 藤村 延

７ 農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 遠藤 政雄

８ 職務のため出席した議会事務局職員

事務局長 瀬口 豊子 総務係長 藤内 和三

９ 議事録

（午前１０時００分）

加納議長 ただいまの出席議員は12名であります。

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

１ 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、10番、

和田鶴三議員及び11番、大西米明議員を指名いたします。

２ 日程第２、一般質問を行います。

順番に発言を許します。

質問順位１番、出村寛議員、電気料金値上げについて町長に質問を

行います。

出村議員 おはようございます。質問に入る前に、このたびの町長の５期目の

当選まことにおめでとうございました。町民の方々が住みやすいまち

づくりにますます活躍されますことを期待申し上げます。本当におめ

でとうございました。

それでは、早速５期目の町長に質問をさせていただきます。電気料

金値上げについて質問いたします。電気料金値上げは、昨年９月から

と今年11月からの２年連続で、今年は昨年を大幅に上回る値上げとな

った。値上げ幅は、家庭向けが平均15.33％だが、電力需要の多い冬

場の激変緩和策として来年３月末までは同12.43％に抑えるとしてい

るが、４月以降については緩和策がなくなり、もとの15.33％とされ

る。需要家である家庭や事業者にも節電はもう限界、これ以上の負担

は死活問題と言われております。北海道電力の電気料金再値上げの影

響としては、札幌は年間の負担増の試算額は25億6,000万円と試算さ

れておりますが、本町においてはどのくらいの負担増となるのか。

また、あわせて北電より料金が安価な新電力と呼ばれる業者から既

に電力を購入しているのは４市あるが、本町は新電力から電力を購入

する考えがあるのかお伺いいたします

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、出村議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま
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す。

ただいま出村議員から指摘のとおり、北海道電力は昨年９月と今年

11月に電気料金を値上げし、各事業所や家庭などは大きな負担を強い

られることとなりました。特に冬期間は、暖房や照明などの電気消費

量が増加するものであり、住民生活への影響は非常に大きなものがあ

ると考えているところであります。3.11東日本大震災以降電力需要期

における節電取り組みを継続している経過から、節電も限界の状況に

あると推察しているところであります。

質問であります電気料金の再値上げの負担増についてであります

が、平成25年度の各会計における電気料金の総支出額は9,011万4,000

円となっており、電力の契約内容によって値上がり率は変わるもので

ありますけれども、負担増分は1,402万8,000円と試算をしているとこ

ろであります。なお、防犯灯照明につきましては、昨年度からＬＥＤ

化を進めているところであり、今年度の事業をもって85％程度がＬＥ

Ｄ化されることから、金額では単純比較できないことから試算に含め

ていないことを申し添えさせていただきます。

次に、新電力の購入についてでありますが、新電力の購入が可能な

高圧電力契約の町有施設は17施設であり、北海道電力との比較では20

2万9,000円の削減となる試算をしているところであり、施設管理費の

節減に向け、新年度からの新電力契約に移行すべく検討を行っている

ところであります。

以上、出村議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。６番、出村議員。

出村議員 答弁によると、契約に移行すべく検討を行っていくということであ

りますけれども、新電力は約１割前後ぐらい安くなるのではないかと

言われているのでありますけれども、少しでも安いのであればそうい

った契約をしていただきたいと、そんなふうに思います。

、 、ただ 管内では音更町がもう既に電力を導入しているということで

あと帯広市を初め各町村というのは本町と同じ検討中、あるいは今後

検討ということで、大半のところが前向きに考えているようではあり

ますけれども、ただほぼ管内そういった新電力を導入すると安定的に

供給がされるのかどうかというのが一番懸念されるのではないかと思

いますけれども、検討材料の中にも入ってくるのではないかと思うの

ですけれども、その辺どんなような考えなのかをお伺いいたします。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 これから新年度の予算編成の時期に入るわけでありますけれども、

予算編成の中で検討していきたいというふうに考えているところであ

りますけれども、昨年の春から新電力への移行については業者から提

案等があって検討もした経過があるのでありますけれども、１つは本

町は電気を購入するということとあわせて、バイオガス等々再生エネ
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ルギーとしての売電をしているということもありますから、特に昨年

はバイオガスについて新たに売電を開始するというようなこともあっ

て、それに影響があるのかどうかということがあってちょっと保留に

していたところでありますから、ゆえにバイオガス等の売電に影響あ

るのかということと、それから今出村議員が申し上げたとおり安定的

に供給が続けられるのかどうかということを十分検討しながら、予算

編成の中で導入すべく、移行すべく検討を行ってまいりたいと思いま

す。

加納議長 再質問ございますか。６番、出村議員。

出村議員 次に、本町の太陽光発電についてちょっとお伺いいたしますけれど

も、私なりに今年は日照時間が長く、当初の予算というのか、予定よ

りある程度発電額が多くなっているのでないかなと、そんなふうに思

うのですけれども、その辺はどのようになっているのかお伺いいたし

ます。

加納議長 町長、答弁求めます。

小林町長 昨年度の内容については、それぞれ議会にも報告してあるとおりで

ありますけれども、今年度の状況については産業振興課長のほうから

現在の状況についてまずお答えをさせていただきたいと思います。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長の高木よりお答えをいたします。

振興課長 中士幌太陽光発電所でございますけれども、昨年の11月から発電を

開始しておりまして、これまで１年ちょっと過ぎたということで、こ

の１年間の発電量についてなのですけれども、計画発電量が117万ｋ

Ｗを予定おりました。それに対しましてこの１年間で149万ｋＷとい

うことで、２割増ぐらいの発電をしてきているというのが現状でござ

います。

以上であります。

加納議長 ちょっと金額を、大体わかりませんか。

高木産業 売電金額につきましては、税抜きで申し上げますと5,900万円ぐら

振興課長 いの額になります。

加納議長 再質問ありますか。６番、出村議員。

出村議員 5,900万円ぐらいの増額というか、予算よりではないですよね。

（何事か言う者あり）

出村議員 ２割ぐらいふえたということで。

それで、道は低所得層向けの対策として福祉灯油制度を活用し、例

年道が希望する市町村に対し上限100万円の補助金を交付しておりま

す。道は、今後補助金の使途に電気料金負担も含むとの見解を市町村

に通知するとのことですが、本町も通知されていると思うのですけれ

ども、このことにより市町村は今後灯油購入費として支給する現金に

電気代の値上げ分を上乗せするなどの対応が可能になると思います
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、 、が 先ほどお伺いいたしました太陽光による発電額もあわせて高齢者

また低所得者に対し助成を行ったらいかがなものかお伺いいたしま

す。

加納議長 町長、答弁求めます。

小林町長 灯油の値上がりに対する道の補助金としては、地域づくり交付金の

中に算定がされているわけでありますけれども、これまで50万円が算

定されたのですけれども、実際には本町も400万円ぐらいの支払いに

はなるのですけれども、50万円見るということでありますけれども、

今回今申されましたように電気料の値上げに伴って100万円にすると

いうことなのでありますけれども、本町としてはいろいろ関係課とも

協議の結果、今までオール電化の住宅については対象としていなかっ

たのですけれども、当面今年度オール電化等についても対象として、

追加の支払いをしていきたいというふうに思っているところでありま

すけれども、ただ灯油だとか電気については、高齢者等扶助事業も含

めて来年度以降は全体的にもう少しできれば所得の低い人に集中がで

きないかどうかという視点も持ちながら検討してまいりたいと思って

います。

加納議長 ６番、出村議員。

出村議員 わかりました。

節電などの努力を吸収し、公共料金の値上げは行わないというふう

に札幌市はしているのですけれども、本町はその電気料金の値上げ分

公共料金に転嫁していくのか、転嫁しないのか、その辺お伺いいたし

ます。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 今回選挙があったのでありますけれども、消費税も増税も１年半延

ばすという状況もあるのですけれども、昨年度は５％から８％に上が

った分については転嫁をしないできたのでありますけれども、今の変

動、生活面の変動もそうでありますけれども、消費税にかかわる動向

もちょっと不安定なという中では当面転嫁するのは難しいだろうとい

うことでありますけれども、いずれにしても行革の中でもう少し検討

はしていきたいと思いますけれども、直接転嫁するのは難しいだろう

という認識を持っているところであります。

加納議長 再質問、６番、出村議員。

出村議員 わかりました。

これで最後の質問とさせていただきますけれども、これは新聞社が

電気料金再値上げに関する市町村アンケートをとったことなのですけ

れども、各市町村ともこれまで積み重ねてきた節電、省エネを今後と

も徹底する構えではありますけれども、それでも限界が生じ、基金の

取り崩し、あるいは電気代値上げ分を公共料金に転嫁しなければなら

ないと迫られる市町村もあります。本町も既に節電、省エネに加え、
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再生エネルギー導入などで対策はされておりますけれども、今後もこ

のような値上がり続くと本町も限界が生じてくるのでないかなと思い

ます。限界が生じないうちに緊急に国に対し地方交付税など財政支援

を要望されてはどうかお伺いいたします。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 先ほど申し上げましたようにできる限り経常経費を削減をしていく

ということとあわせて、新電力に切りかえていく等々の努力とあわせ

て、ぜひこれらの経費について交付税の中に算入できるよう今後もい

ろんな機関を通じて国に対して要望してまいりたいと思います。

加納議長 以上で出村寛議員の質問を終了いたします。

質問順位２番、中村貢議員、老朽化した公共施設の整備について町

長に質問を行います。

中村議員 町長に老朽化した公共施設の整備について質問させていただきま

す。

老朽化した公共施設は、公表によりますと建設から30年以上を経過

した公共建物は30％、それから橋においては24％となっております。

また、市街地の生活道路においても改良率及び舗装率が90％を超えて

いるということですが、実際の生活道路は長年の凍上によってでこぼ

こで、非常に危険な状態になっている箇所が多数見受けられます。特

に市街地における生活道路は、災害発生時の避難場所に向かう重要な

道路となっています。本年も耐震補強工事や屋体施設つりもの落下対

策調査設計委託、橋梁においては平成21年度より点検調査をして橋梁

長寿命化修繕計画を策定したとのことでありますが、これら施設の維

持管理や更新には多額の費用がかかることが見込まれ、公共インフレ

の老朽化対策が急務であると思われますが、町長の所感を伺います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、中村議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

現在高度成長期以降に集中的に整備された公共施設の老朽化につい

ては、全国的な問題となっているところであります。本町においても

過去に建設された建築物や道路等の公共施設の多くが今後更新時期を

迎えようとしているところであります。町といたしましては、公共施

設等の全体を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化

などを計画的に行うことで財政負担の軽減を図り、公共施設等の適切

な維持管理を実現することが必要と考えているところであります。

現在建築物については、地域防災計画及び耐震改修促進計画や住生

活基本計画に基づき事業推進を行っているところであり、学校施設で

あるとか役場庁舎の耐震化、公営住宅の建てかえ、廃止などを優先順

位を決めながら進めているところであります。

それから、道路についてでありますけれども、本年度道路のストッ
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ク総点検を行い、道路附属物の安全確認を進めており、特に平成27年

度からは橋梁の長寿命化修繕計画をもとに随時橋梁の修繕を実施する

予定となっております。本町では、災害発生時などの災害に対応した

避難予定所までの避難経路に関して地域防災計画の中で定め、国道、

道道、主要町道を重要路線として位置づけて整備を進めているところ

であり、現在は円滑な避難路として確保されておりますが、市街地の

生活道路においては住居が密集し、敷地も狭いことから、思うような

整備が進んでいないのが現実であり、特に簡易舗装区間については凍

害の影響を受け破損が目立っているものの、これらの整備に充てる適

債事業がなく、財政的に苦慮しているところであります。

今後想定される公共施設あるいはインフラ等の老朽化に対応するた

め緊急性、重要性を十分検討しながら、長期的な視点を持って取り組

んでまいりたいと存じますので、理解をいただくようお願い申し上げ

ます。

以上、中村議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。９番、中村議員。

中村議員 まず初めに、市街地の道路整備の老朽化について再質問させていた

だきたいと思います。

改良率が95％、それから舗装率が92％ということで報告を受けてい

ますけれども、老朽化の問題というのはいわゆる簡易舗装なのです。

特に生活道路、砂利がせいぜい10から20ｃｍ、それから舗装が１層か

２層ということで簡易な生活道路を今問題視を私はしているところで

ありまして、実際に生活道路のそういう箇所が何カ所あるのかまずお

伺いしたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 それでは、具体的なｋｍ数については建設課長のほうからお答えを

させていただきます。

加納議長 建設課長。

増 田 中村議員さんの質問に対してお答えさせていただきます。建設課長

建設課長 の増田でございます。

先ほどの市街部の町道認定延長につきましては、延長が約49.2ｋｍ

のうち改良延長につきましては46.8ｋｍ、改良率は95.1％でございま

す。舗装済みにつきましては、延長が45.5ｋｍで舗装率は92.5％でご

ざいます。そのうち舗装率につきましては、高級舗装につきましては

32.4％で、簡易舗装は60.1％となっております。

以上でございます。

加納議長 再質問、中村議員。

中村議員 今の答弁は、実際に報告書を見て知っているのですけれども、要は

今私がお聞きしているのは、その中で実際に簡易舗装というか、先ほ

ど言った砂利が10ｃｍ程度、それから舗装が１層で、そういう箇所が
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今非常にでこぼこで、冬期間の凍結でひどいのです。その箇所が何カ

所あるのかという質問なので、その辺質問と違うので、再度お答え願

います。

加納議長 建設課長。

増 田 建設課長、増田からお答えさせていただきます。

、 。建設課長 危険箇所につきましては 箇所数というのは正直無数にございます

今言ったようにおおむね舗装の３分の１が高級舗装で、残り３分の２

が簡易舗装となっております。一応うちの対策といたしましては、危

険箇所については凍上が起きた場合砂袋等で、あと舗装の補修等で対

応しております。また、先ほども町長の説明でもあったのですけれど

も、より危険箇所といたしましては道路用地が幅が狭くて、救急車や

消防車、除雪車等の大型車が入りづらいいわゆる２間道路というもの

がございます。それの延長については一応1,650ｍ程度ございます。

これは、市街部の道路延長といたしましては大体3.4％ぐらいでござ

います。

以上で説明を終わります。

加納議長 ９番、中村議員。

中村議員 無数にあるということですけれども、特に私がいつも思っているの

は、町長も恐らく通勤で歩いて、ここはひどいなというので理解され

ていると思うのですけれども、毎年凍結が進んでいきますとかなりひ

どくて、今課長のほうからも砂袋等で補修ですか、しているといいま

すけれども、実際にマンホールだとか、それから雨水ますとかありま

すと、それを境に当然その箇所が非常に傷むと。毎年ひどくなると、

土のう袋で苦労されて補修されているのわかるのですけれども、実際

今結構軽だとかお年寄りで車の方もいらっしゃいますし、特に高徳で

すか、あの辺の近辺については非常に車の通りも多いということで、

何回か危険な状態を見ております。ですから、何とかそれらをしなけ

ればいけないと思っていますし、それから敷地の問題です。確かに住

宅も全部張りついていて、いわゆる２間道路というのは３ｍ60ぐらい

ですか、そういう箇所も何カ所か確かにあります。ただ、それも実際

は夏場はいいのですけれども、冬場です。特に除雪となると本当に厳

しい状態があると。だから、塀のところは塀でもう既に決まっている

ところはやむを得ないと思いますけれども、やっぱりその辺は例えば

簡単に今建物建っていないところであれば何らかの工夫をして安全策

を講ずるとか、いろいろな方法がありますけれども、とりあえず今町

長にお伺いしたいのは、現実に町のほうも今の課長の報告によります

と無数にあって、３分の２ぐらいは何とかしなければ、そういう箇所

があるということなので、秋の町づくり懇談会にはなかなか、前には

要望は出ていたのですけれども、言っても仕方がないかという諦めが

あるのかもわかりませんけれども、最近は出ていませんけれども、実
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際にはかなり危険な状態を把握していますので、その辺について町長

はどのように考えているのかお伺いしたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 確かに基幹道路については、いろんな国の補助事業等も使いながら

公共事業としてやっているのですけれども、あと一般的な道路につい

ては財政的なこともあって簡易舗装でやっているということがあっ

て、どうしても砂利だとか舗装が薄いということがあって、その年の

気候にもよるわけでありますけれども、傷みもあるということで、そ

れぞれ懇談会等々に出されたものについては町としても緊急的な対応

をしながら、部分的な補修等を行ってきているところでありますけれ

ども、今中村議員が言われたように町としても一回全体的に、全部を

改修はできないのでありますけれども、少し全体的に道路状況を押さ

えながら、通行状況、あるいは住宅の張りつき等々も考慮しながら、

重点的に整備をするものは整備をしていくということがあるのであり

ますけれども、ただ農村部の道路については道路としての補助もある

のでありますけれども、農業でやれるという道路もあるのであります

けれども、市街地の道路についてはなかなかいい財源がないというこ

とでありますけれども、その財源対策も含めて今後重点的に道路の状

況の把握をしながら、特に安全性の確保については取り組みをしてい

きたいと思います。

加納議長 再質問があれば。９番、中村議員。

中村議員 今前向きに検討されるようでありますけれども、実際に先ほどの最

初の質問で言っていますけれども、災害時の特に高徳地区、限定して

ちょっと申し上げさせていただきますと小学校が避難場所になってい

ると。となりますと、どうしても今言った生活道路のひどい場所を通

らなければいけないということが現実でありますので、確かに適債事

業、いわゆる補助事業、要するに町の単独のお金を使わなければなら

ないということで非常に苦しいのはわかりますけれども、やはり事故

が起きてからということでは遅いので、前向きな検討をしていただい

て、ぜひ直していただきたいと思います。

それでは次に、老朽化した建築物が30％あるということであります

けれども、あわせて特に急を要する建築物があるのか、何カ所あるの

か伺いたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 耐震でいけば本町も従来から学校等については耐震化が終了してい

るということでもありますし、現在は町の防災拠点である役場、コミ

センを国の緊急防災対策債という起債を使いながら今年と来年で改修

をするわけでありますけれども、あと個々の公共施設についての耐震

等の老朽化の状況については、建設課長のほうから申し上げさせてい

ただきます。
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加納議長 建設課長。

増 田 建設課長、増田からお答えさせていただきます。

建設課長 老朽化した建築物といたしまして士幌町の公共建築物でございます

、 、 、が まず学校が10カ所 また特定建築物といたしまして認定こども園

特老、病院、役場庁舎、プラザ緑風、ゲートボール場が６カ所、あと

特定建築物以外の避難時の収容施設として公民館施設を含んだ14カ

所、合わせて30カ所ございます。その中で建ててから30年以上たって

いる建物が13カ所ございます。その13カ所のうち、おおむね６カ所改

築を行っております。それにつきましては、中士幌小学校、北中小学

校、士幌高等学校、認定こども園、役場庁舎、コミュニティーセンタ

ーでございます。公民館につきましては、まずは重点的に小学校や病

院施設などの特定建築物を先に行って、あと避難収容施設である公民

館等につきましては今後改修をする予定となっております。

以上でございます。

加納議長 再質問あれば。９番、中村議員。

。 。中村議員 全部で30カ所あると その中で30年を経過した建物が13カ所あると

それから、そのうち６カ所が終わっていますよと。残りですから７カ

所ですか、これらも耐震図ると思います。今この中には団地ですか、

ああいうのは入らないのですか。公営団地というか、公営住宅という

のが入らないのかお聞きしたいと思います。

加納議長 建設課長。

増 田 今言った中では団地、公営住宅等は入れておりません。そちらのほ

建設課長 うは、住生活基本計画のほうで基本的には建てかえなどの改修計画は

持っておりますが、今返答した数値には加味しておりません。

加納議長 ９番、中村議員。

中村議員 今一番私が心配しているのは公営住宅、かなりひどいです。当然入

っていない箇所もあって、鍵はかかっているのかとか、窓が割れてい

ないかとか、老婆心ながら見て回っているのですけれども、今のとこ

ろその辺についてはしっかり管理はされているようなのだけれども、

特に今の時代何があるかわからないので、そういう古い危険な箇所に

ついて、そこもぜひ入れるべきではないかと思うのですが、それと残

りの７カ所ですか、これも本当に急を要する建物でないと、要は災害

あってもそんなに今のところは心配ないということだとは思うのです

けれども、今言った団地、公営住宅、公営団地だとかその辺について

もやはり考えなければならない時期に来ていると思うのですけれど

も、その辺について町長の考えを伺いたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 まず、公営住宅についてでありますけれども、公営住宅は昨年住生

活環境基本計画も策定して、これに基づいて一部公営住宅については

、 、建てかえをする あるいは廃止をするということでありますけれども
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当面今年度、来年度に向けては、若葉の公営住宅の古いものについて

は建てかえとして高齢者住宅に変えていくということでありますけれ

ども、あと全町的には古くなったものについては政策空き家にしてい

るわけでありますけれども、改修できるものは改修するのですけれど

も、建てかえとしても使用できないものについては政策空き家として

廃止をしていくという、そういうふうにしながら、いい住宅を確保し

ていくという努力は町としてはしていきたいと思います。

加納議長 ９番、中村議員。

中村議員 住生活基本計画ですか、それにのっとってやっているということな

ので、あれなのですけれども、とりあえずそういう古い建物、誰も入

っていないところにはそういう心配があるので、絶えず見回ってみる

だとかの調査をぜひ続けていただきたいと思います。

次に、老朽化した橋梁、これが24％と、それから198カ所あるとい

うことで、町としては長寿命化修繕計画の作成が終わったということ

であります。その中身についてなのですけれども、私自身としては当

然橋梁ですから、もちろん橋台もそうですけれども、その下の橋脚だ

とかその他いろんな調査をする箇所があると思うのですけれども、そ

の長寿命化計画の内容を教えていただきたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 一応国の指導に基づいて橋梁の改築計画も策定しながら進めていま

すので、建設課長のほうからお答えいたします。

加納議長 建設課長。

増 田 建設課長、増田からお答えさせていただきます。

建設課長 橋梁の長寿命化計画についてでございますが、これについては平成

24年に点検業務を行っております。その中で、一応その後橋梁の現状

把握、また点検結果について公表を行いまして、平成25年度に長寿命

化修繕計画を策定し、27年に向けて改修を予定しております。

、 、 、 、内容といたしましては 全体で201橋ございまして それをＡ Ｂ

Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階のランクに分けまして、それの点検健全度を調べ

ております。Ａ、Ｂ、Ｃの３ランクにつきましては、損傷が低いとい

うこともございまして経過観察をしている状況でございます。そのほ

かＤランク、Ｅランクにつきましては、損傷がある程度あるというこ

とで修繕計画で上げております。Ｄランクにつきましては37橋、また

一番悪いＥランクについては１橋、合わせて38橋でございますが、そ

れを修繕計画で10年間かけて補修するということでございます。

損傷箇所につきましては、Ｅランクの１橋につきましては主桁の端

部が一部破損しております。一応点検業務では、主桁が破損している

場合は無条件でＥランクという形になっております。そのほかのＤラ

、 、 、ンクの橋梁につきましては 橋面防水とか 昔の橋でございますので

余り橋面防水等を行っていないため凍上によってある程度ならしコン
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クリート等が破損していると。あとは地覆が壊れていたり、高欄が壊

れていたり、今すぐ橋梁が壊れて道路の通行上問題になっているとい

うほどの重症ではないのですけれども、一応町といたしましては先ほ

ど言ったようにＤランク、Ｅランクについて早期に修繕したいと考え

ております。

以上でございます。

加納議長 ９番、中村議員。

中村議員 今課長のほうから詳しい説明をいただきましたので、そのとおりだ

と思いますけれども、やはり一番今思い出されるのは上士幌町で起き

た災害のときの事故です。それと、士幌町では朝陽橋ですか、33号の

朝陽橋が災害で下が洗掘されて、また橋台の出口、それから入り口で

侵されたということで、その辺の修理をされたという経緯があります

けれども、やはり一番おっかないのがそういう今38カ所ですか、ある

と。それを10年計画で直すと。特にＥランク１カ所ということで、そ

こは重点的に直していただけるとは思うのですけれども、その直す前

に大きな災害が来てしまえば今言ったように大変大きな事故につなが

るということなので、それについては早急に対応していただきたいと

思います。

最後の質問といいますか、最後なのですけれども、こういう老朽化

した公共施設、これは町民の安全、安心を守る意味でも正確なデータ

に基づいた管理の徹底と適切な補修計画の策定が不可欠であると思わ

れます。また、予算においても特に本町は過疎債の枠から外されて、

また交付金も削られている中で大変厳しい財政状況だとは思います。

ですから、このような問題は別に我が士幌町だけでなくて、十勝管内

はもとより全道、全国的な大きな問題であると思います。特に町長は

町村会の副会長ということでもありますので、老朽化公共施設整備に

かかわる予算を道だとか国なりに計上してもらえるようにぜひ町村会

にも問題を提起していただきたいと思います。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 今中村議員から主に橋の話があったわけでありますけれども、学校

施設等についても現在落下等の危険なものについては改修をしようと

いうことで、先般の議会で予算を提案させていただいて、今年度点検

、 、作業を行うわけでありますけれども いずれにしても橋あるいは学校

建物も含めてでありますけれども、安全については、財源ということ

もあるわけでありますけれども、万全を期していかなければならない

ということで、そういう視点で町としては取り組みたいと思いますけ

れども、これまでも特に橋の場合も長大橋であれば莫大なお金がかか

るということもありますから、国の技術的な指導とあわせて財源確保

についてこれまでも開発建設部等を通じて申し上げているのでありま

すけれども、今後とも国の支援については町村会等も通じて強力に要
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請をしてまいりたいと思います。

加納議長 以上で中村貢議員の質問を終了いたします。

質問順位３番、大西米明議員、人口減少対策について町長に質問を

行います。

大西議員 風邪を引いていますので、ちょっとお聞き苦しいかと思いますけれ

ども、お許しいただきたいと思います。それでは、町長に人口減少対

策についてお聞きをいたします。

民間有識者がつくる日本創成会議は、現在のペースで地方から大都

市への人口流出が続けば2040年までに自治体の運営が難しくなり、将

来消滅する可能性があると警鐘を鳴らしました。減少率の高い自治体

に衝撃が広がり、子育て支援、移住、定住促進など対策を進める自治

体もあります。今回の発表から半年が過ぎましたが、士幌町の今後の

対策について町長にお聞きいたします。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、大西議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

ただいま大西議員がおっしゃいましたとおり、民間有識者でつくる

日本創成会議、増田寛也元総務大臣が座長をしている組織であります

けれども、の人口減少問題検討分科会というところが2040年の人口推

計を発表しましたが、その内容によるとまず全国的に見ると2010年の

人口が１億2,800万でありますけれども、これが１億700万程度にまで

16％ぐらい下がるということでありますし、北海道でいけば2010年で

は550万でありますけれども、それが419万ということで23.9％という

。 、 、ことであります それから 本町についての推計でありますけれども

2010年の人口が6,416人でありますけれども、推計では3,927人という

ことで38.8％という推計がされているところでありまして、人口が減

少することとあわせて都市圏への集中がさらに顕著になるものという

ことで報告されているところであります。

また、2010年から2040年の30年間で子供を産む中心的な20歳から39

歳の若年女性が半減する自治体を消滅可能性都市と定義をしていると

ころであり、全国では896団体、十勝管内においては本町も含めて13

町が該当するという推計であります。この発表を受けて人口減少問題

がにわかにクローズアップされる中で、国はもとより都道府県あるい

は市町村においてもその対策が検討されようとしているところであり

ます。

本町における人口についての動向でありますけれども、特に農村工

業の導入、あるいは福祉施設の設置などにより昭和55年以降は安定し

た人口で推移してきたわけでありますし、過疎地域の指定の対象外に

もなっているところでありますけれども、近年は減少傾向となり、そ

の対策として認定こども園であるとか子育て祝金制度等の子育て支援
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とあわせて、民間賃貸住宅の建設促進を初めとする住宅対策などの取

り組みを行っているところであります。さらに、毎月の人口動態を整

、 、理をしているところで 本年10月からは転出者動向アンケートも行い

これらも分析をしていく予定であります。

今後の対策でありますけれども、平成28年度にスタートとなる第６

期の町づくり総合計画を平成27年度に策定するものでありますけれど

も、それに先駆けてその基礎調査として人口農業経済動向調査を今年

度行っているところであり、さらにこの調査と連動しながら、庁内の

三役あるいは管理職10名で構成する政策推進調整会議のメンバーに北

大、帯広畜産大学などの大学教授など専門家を加えた地域創生研究会

を組織して、検討を行うこととしているところであります。

国においては、まち・ひと・しごと創生法案が成立して、人口減少

の歯どめ対策を含めた長期ビジョンの策定に向けて人口の現状、動向

を現在分析中であり、長期ビジョンを受けながら５カ年の政府目標、

施策方向が示される総合戦略が立てられるわけでありますけれども、

これらを注視しながら、本町においても総合的な施策の展開を推進し

てまいりたいと存じます。

定住人口の安定対策は、今後のまちづくりにおける重要な課題とし

て認識しているところであり、雇用の拡大を初め子育て、教育環境の

充実、あるいは医療、住宅などの生活環境の快適さ、あるいは安全性

の向上とあわせて、さらには婚活の支援などさまざまな取り組みを関

、 。係機関 団体と連携しながら積極的に推進してまいりたいと存じます

以上、大西議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 ここで11時５分まで休憩させていただきます。

午前１０時５４分 休憩

午前１１時０４分 再開

加納議長 それでは、そろいましたので、休憩前に引き続き会議を再開いたし

ます。

再質問があれば。11番、大西議員。

大西議員 町長の答弁では、28年度から始まる第６期町づくり計画のためにい

ろいろ資料を集めながら、今は地域創生研究会を組織して、それを集

めた中で研究をしていきたいということだと思うのですが、このメン

バーを見ますと三役、管理職10名、それに大学教授の専門家を加えて

ということなのですが、私が懸念するのは、この間セミナーをやった

ときに某大学教授の講演を聞きました。大学教授というのは、どうも

前の竹中平蔵さんみたく経済学者でもいろんな考え方があって、どう

してもその人がなると自分の持論を押しつけて、ほかのやつを排除し

たいという格好になるのだと思うのです。この間の大学教授の話聞い



- 47 -

ていてもちょっと極端過ぎるなと、話が。再生可能エネルギーを100

％にすれば雇用が１万6,000人ふえる、そんな100％再生可能エネルギ

ーが北海道で可能なわけがないのです。それは理想かもしれませんけ

れども、水力発電もあるだろうし、火力発電もあるだろうし、それを

全部ゼロにするということは、それは行く行くはできるのかもしれま

せんけれども、今それを話しても何の検討の材料にもならないと思う

のです。

、 、そこで 三役と管理職10名でそういう大学教授の話を聞いたときに

こっちからの意見よりは向こうからの押しつけみたいな話が出たとき

に反論できるだけのこっちで知識を持ってやれるかという問題なので

す。だから、私は、これは庁舎内で学者や何かよりはまだ民間人、議

会、いろんな組織を動員して、地域の理解している人たちにそういう

いろんなことを案を出してもらってつくっていったほうが、そこであ

る程度煮詰まってから大学教授にこういう案が出たけれども、こうい

う問題があるのだと、だけれどもこれをどういうふうにクリアするの

だ、したらいいのだというような意見を求めるのならいいけれども、

初めから１つのテーブルで大学教授を入れてやってしまうと、それは

ちょっと、自分の意見をどうしても通したがりますから、大学教授と

いうのは だから 太陽光発電も北海道では500億円しか 全国から2,。 、 、

000億円の材料が来ているので、北海道で全部つくれば何ぼの経済効

果がありますよとかというあのときも発言していましたけれども、極

端過ぎるです。全部北海道で太陽光つくれるかといったら、それは無

理なのですし、それを押しつけられて、そしたら士幌町みたいなこう

いうところでその先生の理論をクリアできるかといったら無理だと思

うのです。ですから、ぜひ組織もこれだけでいかないと思いますけれ

ども、もう来年の４月から28年度の６期の計画に入らないとならない

と思うのです。ですから、今回は重点的にやっぱりこの人口流出につ

いてどうしたらいいのだということをやっていかないとだめだと思う

のです。そのためには民間の意見を聞く、そういう組織はどういうふ

うにつくっていくのかお聞きします。

加納議長 町長、答弁求めます。

小林町長 大西議員のおっしゃる趣旨はわかりました。必ずしも大学の先生の

論文どおりいってうまくいくとは私も思っていないのでありますけれ

ども、日程的には今年度26年度中に一応調査をやって、総合計画の策

定というのは27年度１年で28年からの計画を策定するのでありますけ

れども、この基礎調査はバイオマスリサーチという会社に委託をして

やっているのですけれども、その中に職員の研究もやるのであります

けれども、その中に大学の先生も２人入っていただいてやるというこ

とでありますけれども、いずれにしてもそういう中で資料を集めなが

ら、大学の専門的な分析もしてもらいながら、一定程度の報告書とし



- 48 -

てまとめながら、町民の皆さんのいろんな分野から、また議会はもと

よりでありますけれども、いろんな意見を聞きながら対応していきた

いということですから、そういう取り組みをするのでありますけれど

も、必ずしも今大西議員が言ったように大学の先生に丸投げしてやる

つもりはないので、そういうことはご理解いただきたいと思います。

加納議長 再質問あれば。11番、大西議員。

大西議員 私は、同じテーブルの中に大学教授がいるとなかなかこっちの意見

は通らなくなってしまって、そこを論破するだけのこっちの知識がな

いので、大学教授に勝てるほどの。ですから、そうなると向こうの言

いなりになってしまうので、そういうこっちのつくったものを出すと

いうのは私の言った意見と同じだと思うのです。それと、あとは町民

、 、や議員の意見を聞きますよということは そういう組織をつくるのか

ただいろんなところで聞いたやつを総合的にこの10人と三役３人で話

を聞くのか、その辺はどうなのですかと聞いているのです。

加納議長 町長。

小林町長 まず、本町の先ほど申し上げました人口の動きと、最近減少してい

、 、るということが自然増減と それから社会増減とあるのですけれども

それらをしっかり分析をしながら、町として取り組む方向はこういう

方向だということを一定程度できた段階で町民の皆さんや議会、ある

いは町民の皆さんにもいろんな形で、総合計画は特に町民会議の皆さ

んがかかわっていただくのでありますけれども、そういう場面でも提

供して、いろんな意見を聞いていきたいなというふうに思っていると

ころであります。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 町民会議は、町長の諮問機関でありますから、そこは聞くのはいい

と思うのです。ですけれども、あの団体に入っている人だけが地域代

表みたいな人もいますけれども、それが地域で代表になって行ってい

るのかどうかわかりませんけれども、それよりはそういうことにたけ

た人、だから町長がここでこれからもやっていこうとしている雇用の

、 、 、 、拡大 子育て 環境とか そういう部門ではそういう有識者を集めた

有識者というか、それに理解ある人たちだけの組織をつくって、今回

は抜本的にきちっとやらないと、町民会議だけにお任せして、町が資

料を出して、町民会議の人がそれを見て、多少の手直しはあるけれど

も、今まで見ているとそれほどの手直しってないのです。町職員が書

いた文章に同意していくみたいな格好で、そこで同意もらったから町

長は町民の理解を得てもらったというような形になってきているのが

常々ですから、そうではなく、これ町の存亡にかかわることです。

それで、今も町長言われるように昔は子供が生まれて、自然増が多

かった。プラスになって、社会的減少よりは多かった。今年14年度だ

けで自然的増減がマイナス34、それから社会的増減がマイナス63、合
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わせて97の減になっているのです。ですから、これからは自然増とい

うのはなかなかこの少子化の中では難しくなっていて、それを昔に戻

すとすればどうするかとか、そういう話をどこかできちっとした町民

会議でなくそういう団体をつくって話し合いをしていったほうがいい

話が出てきて、やはりみんな真剣に思わないとだめだと思うのです。

今回民間の有識者といいながら、増田総務大臣、もとは岩手県知事で

したか、それだけのいろんなことをやってきた人が座長として、国の

人口の推計のところを資料としてつくったものですから、ですから私

はそういう組織をきちっとつくってやらないと、そして責任持っても

。 、 、らって意見を出してもらう そこで意見を出しても 民間人ですから

これは法律でこうだめなのだよというような意見を言ってしまうと、

どうしてもそういう話が小さくなってしまいます。ですから、どうし

ても役場の職員、行政マンって大方そうなのですけれども、何かこれ

をやったら町民のためになるのだけれども、どうですかと言うと、こ

ういう問題がある、こういう法律がある、こういうことがあるからや

っぱりできませんということ、そういうの往々にありますから、うち

はそういうことないと思いますけれども、やはりそういう問題があっ

てもこれをクリアして、これもクリアして、この法律を国と折衝して

これをやれば町民が喜ぶということであれば前向きに少しみんなで話

し合っていかないと、今回のこの人口の減はなかなか庁舎だけでやっ

ても難しいのだと思うのです。だから、ぜひ町長、組織何ぼでもいい

のです。いっぱいつくって、そこからいろんな意見を出してもらうこ

とが私はその中にいい案が出てくると思うのです。町民会議だけでや

ると、そういうことでなく、ぜひつくってほしいのですが、どうです

か。

加納議長 町長。

小林町長 現在そういう形でとりあえず進めているのですけれども、人口問題

対策というのは子育て支援対策とあわせて今後私も第５期目の町政の

中でも極めて重要な取り組みだというふうに思っているところであり

、 、ますから ぜひ今大西議員がおっしゃったように今の検討だけでなく

幅広く効果的な意見等、提案等を出していただくような取り組みをし

っかりやっていきたいと思います。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 増田座長が大都市に流出するやつをその地域の言ってみれば拠点都

市にとめることを考えたらどうなのだと。そうしないと、札幌だ、東

京だへ行ってしまうものはなかなかあれだけれども、ここでいう帯広

だとか音更、４万人以上のまち、町村でとめれるような方策もそのま

ちと連携してやらなければならないという発言をしていましたけれど

も、定住自立圏構想がありました。それで、2009年ですか、もう５年

前、まさに町長の４期目の真っただ中の中にその構想があって、帯広
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市と十勝郡部全部の町村が入って、国からも毎年士幌町は1,000万円

ぐらいですか、交付税措置されていますけれども、約５年間続いてい

ますけれども、この自立圏構想の中で５年間で士幌町がどうなったの

か。それを活用して何か流出の歯どめになったのかということをお聞

きします。

加納議長 町長。

小林町長 今お話がありましたように増田元総務大臣の考え方というのは、新

聞でも書いているのですけれども、岩手県であると例えば盛岡を中心

都市としてそこに集めて、そこを中心にやっていくということなので

すけれども、十勝でも例えば帯広がやっぱり定住自立圏でも中心にな

るのですけれども、必ずしも帯広に集中するということでなくて、連

携をしていくということで進めていくのでありますけれども、今の定

住自立圏もスタートして３年目になるのですけれども、財政措置がさ

れるのと、定住自立圏も含めて今帯広市あるいは町村会が連携をしな

がら十勝一本でいろんなものをやれるものはやるということで、具体

的に言ったら例えば消防の広域化も含めてやるのでありますけれど

も、そういう少し連携を進めてやるということについては十勝全体で

いろんなことで進みつつあるということですけれども、今後さらに帯

広市に集中する、札幌に集中するようなことでなくて、十勝圏全体と

して相互の効果を発揮できるように、そういう取り組みになるように

私も十勝の中ではそういう取り組みをしていきたいと思います。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 ３年たって、医療だとか交通、いろんな生活環境の中で、大都市に

行かなくてもこの十勝の帯広周辺、音更周辺で生活ができれば、ここ

からの人口流出はなくなるよということで自立圏の構想があったのだ

と思うのです。ですから、ぜひそれを活用して、今音更町が４万5,00

0人います。それで、今回の減少率の一番低い、２番目ですか、音更

町は全道で。東神楽が１番で。ということで、音更町は人口も減らな

い町です。それから、これからもいろんな産業がいろいろなところで

できていく町だと思うのです。ですから、帯広に目を向けるよりは音

更町に目を向けて、音更と連携をとっていくようなシステムがいいの

でないのかなと。やっぱり隣町ですから、帯広だと18町村を一緒に見

ないとならないということもありますから、それで生き残っていく方

法もあるのだと思うのですけれども、その辺は町長どう考えますか。

加納議長 町長。

小林町長 北海道でいけば札幌圏に次いで十勝は十勝管内の人口流出率が少な

い、その圏域からの流出が少ないというのは、札幌は突出しています

けれども、周りは結構減っているということなのですが、十勝はそう

いう面では十勝全体としての人口の減り方は少ないということであり

ますけれども、うちもそういう面では音更、帯広に転出が多いのであ
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、 、りますけれども 今は十勝一本でやるということでありますけれども

音更、それから北十勝４町は比較的農業の経済連携も含めてそうであ

りますから、より音更を含めた北十勝４町の中で連携をしながら地域

振興を図るということについては、４町で首長議長協議もやっていま

すので、いろんなことを北十勝４町で取り組めるものは取り組みなが

らお互いのカバーをしていくという、そういう取り組みを今後ともし

ていきたいなというふうに思っています。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 これからの対策として子育て支援、それで認定こども園、子育て支

援祝金制度というのは今までやってきたよという話でありますけれど

も、それから住宅対策として民間賃貸住宅の建設促進ということで、

若者が残るためには住むところが必要だと。先日も町長にお願いした

のですが、11年前になりますか、帯広の業者にお願いをして中士幌で

。 、 、一回マンショ建ててみてくれないかと そうすると それは大成功で

士幌町内にもそれを見て今は150戸以上のマンションができてきまし

た。そういうところに若者が住んでくると、そこにはやっぱり今言う

、 、20代から39歳ですか の女性が少なくなると子供を産まなくなるので

それで減少になるよという話なのですけれども、そういう政策をそれ

こそ土地や何かもほかの町村ではそういうのには無償で貸し付けた

り、ただで譲渡したりなんていう極端なところもありますけれども、

なるべくそういうところにそういうものをしながら、そういう建物を

建ててもらうということも大事だと思うし、町長も今考えているので

すけれども、中士幌のみのり野団地、物価の高いときで一番土地が高

いときに売り出してしまったもので、今は相当安くなっていて、それ

を安くすると先に買った人の財産価値を下げるということでなかなか

値引きして売るわけにもいかないということで、もう10何年過ぎても

半分ぐらいしか売れていないということで、我々も民間としても町内

で販売促進に動いているのですけれども、何か町長のああいうところ

を安く売る方法、いろんな金銭的な問題でもいいですから、そういう

考えがあればお聞きします。

加納議長 町長、答弁。

小林町長 長い目で見ると、やっぱり本町は農協を中心とした農村工業を導入

してきて雇用があったということが本町の過疎を抜けるという、人口

の安定に大きな役割を果たしたのですけれども、もう一つは今大西議

員がおっしゃったように特にうちは民間の若い人たちの住宅がないと

いうのがずっと言われていて、平成11年に中士幌に東伸建設が建設を

していただいた以降現在まで約200戸くらいはできている。町もそれ

に対して支援措置をしているのでありますけれども、若い人たちが住

んでいただくというのは、仕事をどうつくっていくかということも極

めて重要でございますけれども、特にあともう一つは住宅対策という
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ことでありますけれども、特に来年度も住宅団地の造成だとか賃貸住

宅の促進は進めていくわけでありますけれども、いろんなそういう住

宅対策の中では要するに定住を大きく進めるのだという、そういう視

点を持ちながら、町の住宅政策を進めていきたいと思いますので、ま

た議会にもいろいろ協議をさせていただきながら進めたいと思います

ので、ご理解をいただきたいと思います。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 今回の答弁書に一番最後のほうに婚活支援というような話が出てき

ています。私も町長の５期目の公約をずっと見ていましたけれども、

花嫁対策、婚活というのは一つもないので、これ農業委員会でやるか

ら、農協がやるから町長は書いていないのかなと思ってちょっとがっ

かりした覚えがあるのですが、今回の答弁書の中に一番最後にさらに

は婚活支援などと書いてあります。636人の20歳から39歳の女性が201

0年にはいた、今もそのぐらいいるのだと思います。それで、2040年

まで30年間で218人に減るということで、65.8％が若年の女性が減る

ということなのです。それは無論、十勝で４番目に減る率が高いので

すけれども、女性がいなければ子供もいないです。その前に女性がい

たから子供生まれるわけでありませんから、どう結婚を士幌でしてい

ただくかということで、婚活をどうしていくか。今までずっと農業委

員会や何かがやってきました。でも、なかなか結果が出てきません。

それは、議員で他町村でポスター配りもやった人もいますし、今個人

的に自分のお金で外国へ行って、海外から花嫁を連れてこれないかと

いう動きをしている議員もいます。いろんな形で何とか士幌町にお嫁

さんを呼びたい。

今言ってみれば農村地区でも結婚適齢期から過ぎた人もいるのか

な、約100人近くがまだいるということであります。それで、別に農

、 。村だけでなくても 町の中にも未婚の男性も女性もいると思うのです

やはり一番そこに目を向けないと、女性がいなくなるというより呼び

、 、込まないと それは今うちの町で働くところがなかなかないですから

企業を誘致するということも今の時代では難しいですから、やはり一

番それがお嫁さんに来てもらうことによって農家、それから民間の商

店街にしてもまた継続してやっていけると思うのです。それは一石何

鳥にもなっていくと思うのです。だから、一番今回の消滅の原因は20

歳から39歳までの女性が減ることで消滅するよと言われているのです

から、やっぱりそれには婚活が一番手っ取り早いと言ったらおかしい

ですけれども、それで国にしても昨年度から婚活支援をしますよと。

それで、いろいろな案があって、公募していますので、そこにこうい

う婚活をやっていますよというようなやつを応募すると支援を受けれ

るということでありますけれども、うちの町でそういうことは、国の

そういう公募に応募しているようなことはあるのですか。
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加納議長 町長。

小林町長 公募の状況については、農業委員会の局長のほうからお答えさせて

いただきます。

加納議長 農業委員会事務局長。

遠藤農業 農業委員会事務局長、遠藤からお答えさせていただきます。

委 員 会 担い手対策につきましては、今後も各種交流会、あるいは個別の取

事務局長 り組みなどを通じて、１組でも結婚にゴールインできますよう取り組

んでいかなければならないと思います。今の質問については、ちょっ

と今現在はないかなという答えでございます。

加納議長 町長。

小林町長 これは、本町はどちらかというと農業後継を育てる上で農業後継者

がお嫁さんをもらうということは大切だということで、農業委員会が

中心になって今まで農家の花嫁対策ということでやってきたのであり

ますけれども、ただ、今の人口だとか結婚の状況を見ると必ずしも農

家の方だけではなくて商工業も、極端に言えば役場の職員までも含め

てですけれども、婚活ということを支援をしていくという、なかなか

これは右から左に事務的にいく問題ではないのですけれども、そうい

う支援ができるという方法を考えていかなければならないのでありま

すけれども、子供がふえるためには結婚していただいて、お子さんを

もうけていただく、あるいは住宅、あるいは仕事も含めてそういうも

のが充実していかなければならないのでありますけれども、当面婚活

に向けてどんな取り組みができるのかということで、今年の秋から町

と農協の若い職員が中心になって、いろんな協議をしてくれというこ

とで現在進めているのでありますけれども、それらの協議を含めなが

ら、町、農協、商工会等々も含めて連携をしながら、そういう婚活の

支援の取り組みをしていきたいなというふうに思っているところであ

ります。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 今町長が農協の女性とという話がありましたけれども、今回の決算

のときにも婚活の話がえらい議題となって話が出たときに、議員の中

にも何名かは農協の職員と結婚したのだよと。なぜ今はないのだと聞

いてみますと、昔は青年団活動の中に農協の職員も入っていて、一緒

にいろんなイベントや何かに参加しているうちに結婚したみたいなの

ですけれども、私もそれは当然だと思うのです。それで、農協の職員

だけでなく、商工会も町の職員も結婚をしていない人全部でいろんな

ことをやってみたらどうなのですか。大阪だとか名古屋だとかここを

知らない人に来てもらうというのは大変難しいけれども、ここに住ん

でいる人は士幌の商業にしても、農家にしても全部わかっているわけ

ですから、そういう中で全部で婚活というのも何か難しいと思います

けれども、私は婚活よりは若い人を集めて、何か目的を持ってまちお
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。 、こしだとか何とかをやっていただくと そういう一つの目的を持つと

みんな意見が一緒になると結構打ち解けて話もできてくると思うので

す。ですから、そういう動きを一回やってみる。

またそれから、ある団体が札幌市で調べたときに、30年前には農家

に行ってもいいよという女性は20％ぐらいしかいなかったそうです。

今年の２月に調べたときには52％の女性が農家に嫁いでもいいですよ

という話をしているそうです、アンケートの中で。ですから、本州よ

りは、東北なんか私は行ってみると結構粘り強い性格の人もいるし、

昔は結構向こうから来て、こっちで結婚して、東北の人が結構います

けれども、何か東京から向こうになってしまうと考え方も大分違って

しまうので、まず地元、道内ぐらい、あと東北ぐらいも視野に入れな

がら、そういう固まりをつくって、どうですか。町内の若い人全部集

めて何かまちおこしに、一石二鳥で、その中で恋愛していけば結婚も

できるのだと思うのですけれども。

それとあわせてどうしても見合いをやっても、婚活やってもなかな

か話下手な人がいると。そうすると、テレビでも婚活のやっています

けれども、やっぱり元気のいい人のところには女の人がいっぱい集ま

って、しょぼっとしている人には誰も行かない。そして、札幌の人材

派遣センターのあれが見に行っているとどうしてもしゃべり方が下手

過ぎると。それで、今度はそういう人を集めて講習会をやって、それ

をやったおかげで今まで余り婚活の結果は出なかったけれども、何組

も出たと。男性も自信を持ってしゃべれるようになるといろんな話の

中に入っていけるそうで、それを少し教えていかないと、どうも士幌

の男性は引っ込み思案で、そういう中に入ると何かおいしいものだけ

食って帰ってくる、ただ参加して戻ってくるだけみたいになってしま

う。そういうのもありますから、婚活の本当に考え方を極端に変えて

いかないと、そして国にきちっと出すことによって、今回の地域創生

法案でも頑張ろうとするまちには助成出すよと、頑張らないところに

は出さないよと、一律の金は出しませんということですから、ここか

らどういう案を出すか。それによって国は金を出してくると思うので

す。そのためにはいい婚活をするようにぜひ農業委員会も含めて、農

業委員会だけでなく役場全体で取り組んでいかないと、20歳から39歳

までの女性が30年後に200人ちょっとになったらそれは町消滅します

し、その人ら全員結婚したとしても子供は激減します。ですから、そ

れが一番の最大のところだと思うので、ぜひそれをやっていただきた

いなと思いますけれども、町長。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 今言われたように余り結婚、結婚、婚活ということではなくて、地

域、あるいは町内もそうですけれども、十勝も含めて若い人たちがよ

り交流するということで進めていきたいと思うのですけれども、本町
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では農協青年部あるいは商工青年部、それから連合青年団という青年

組織があることとあわせて、役場、農協には労働組合のあれですと青

年部というのがあるので、今までもそういう青年層の交流に町が共同

推進事業で助成をしてきたこともあるのでありますけれども、ぜひ今

もおっしゃったように町内の若い人たちがいろんな交流ができるよう

に町としてもいろんな形で財政的な支援も含めて支援をしていきたい

というふうに思います。

加納議長 11番、大西議員。

大西議員 やはり婚活、それも今町長がさきに言われたように住宅だとかいろ

。 、んな環境整備していかないとならないということであります それは

士幌町がお嫁さんに来たい地域だよと言われるような、そういう政策

もきちっとしていくこと、それから子供を産んでも、体制がいろいろ

あります。ですから、私も思っているのですが、孫が親が共稼ぎのた

めに病気になるとどうしても仕事は休めない、保育園は受け取ってく

れない。病児保育だとか、今士幌の病院なんかありますけれども、病

院をうまく活用して、病気のときだけは病院で入院という形をとるの

か、朝から晩まで母親、父親が仕事から帰ってくるまで子供を預かっ

て、そしてお父さん、お母さんが働ける、そういう環境もつくらない

とならないし、保育園は共稼ぎが原則で、町長が許すものについては

、 、いいですよという 士幌あたりは結構保育園にも園児が足りないので

、 。それは融通ありますけれども そういうことは帯広ではだめですから

産休とっていてもなかなか子供が休みだからだめだというところもあ

りますから、そういうこともきちっとやわらかくして、そういうこと

をＰＲしながら、士幌町では子育てがすごく楽なのですよというよう

なＰＲをどんどんして、そういう環境づくりをして、士幌にお嫁さん

に来たら楽ですよというところを見せつけていかないとあかんのだと

思うのですけれども、それとあわせて子育て支援に士幌町も6,000万

円か7,000万円ぐらい使っていると思うのです。私は、認定こども園

と子育て支援の祝金制度で子供を産むかといったらちょっとどうなの

かなと、祝金ですからそれはよしとして、やはり相当の金額を士幌町

でも出していると思うのです。それと、子供ができる、仮に農家と限

、 、定しますけれども 農家でも大体は１人の子供が後を継ぐとあと２人

３人目の子供たちは本州の大都市に行ってしまう。そのために親は相

当な苦労をしながら高等教育というのか、大学出したりなんかする。

私らの子供のときでも４年制の大学行くと約1,000万円かかったと。

今だとその何割かプラスになってくるのだと思うのです。それと、今

の経済状況の中で大学出すというのは非常に大変なのだと思うので

す。それだけ町も何千万円も子育て支援に金を使い、家族は一生懸命

子供を育てるために金を使い、大きくなったら全部本州にとられてし

、 。 、 。まう 大都市に行ってしまう それは 地方は踏んだり蹴ったりです
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多分大都市はそんなに子育て支援だって金使っていないと思うので

す。それでも別に人口減るわけでない、逆にふえていくぐらいなので

すけれども、そういうのは本当に私は考えていて、そしてここに子供

の働く場所がないから、金をかけた子供たちは全部そういう大都市で

生活して、年寄りはそっち行けなくてこういう地方で最後を過ごすの

ですが、それでは余りにも大都市がよ過ぎてしまう。

それで、町長、今回のいろんな中で発信していったらどうなのかな

と思うのは、一つの例を出しますけれども、日本ハムのダルビッシュ

がアメリカの大リーグに移籍されたときに日本ハムがこれだけ選手を

育ててくれたと40億円出しました。日ハムにしたら２年分のみんなの

給料ぐらい出ていたのですけれども、そういうことがあっていいのだ

と思うのです。地方は一生懸命行政でなく個々の家庭がみんな金を出

、 。して子供の教育をして本州にやって 頭脳は本州にやっているのです

そのためにこっちが疲弊したらたまったものでないですから、国の制

度の中でそういう部分として地方に交付税措置するよと、その分につ

いて。そして、子育てはきちっとやる、地方は。絶対大都市よりこう

いう地方のほうが子育てがいいに決まっているのですから、環境がい

いですし。そして、私らの年代から下の人たちは子供を大学出して、

それだけの自分の財政を身を削ってでも子供を教育したそのお返しと

して、国が我々の老後をきちっとここの地域で守っていってもらえる

ような制度づくりをしていってくれれば、こういう地方は絶対生き残

。 、れると思うのです そのためには子育て支援もほかの町と違うような

10町村同じようなことやって、中の一番ずば抜けたところに国は支援

しますから、そういう制度をつくっていかないと、地方はただ民間人

は金だけ出して子供の頭脳だけ本州に出してしまうというような形に

なるし、何ぼ子育て支援やったって全部行くのは、全部とは言わない

けれども、農村地区だって２人も後継ぎは余りいないと思うのです。

大体１人ぐらい後継いだらあとの２人、３人は全部よそに出ていって

しまうという形になりますから、何かそういう制度を今回のこういう

ふるさと創生でやれないものかなと。町長その辺の考え、私の意見間

違っているかどうかわかりませんけれども、町長、どう思いますか。

加納議長 町長。

小林町長 今大西議員がおっしゃったようなことだと思うのです。要するに子

育てをするためにはいかに産み育てやすい環境ということと、あるい

はあと教育をどうできるかということが大きな課題なのでありますけ

れども、今言ったようにいろんなところに人口の議論の中では例えば

地方であったら子供を育てて仕送りまでしてやってら、大学行くのに

仕送りしていればそれは全部都会に行ってしまうという、地方と都市

の関係ではそういう流れになっているので、そこをいかに地方に戻っ

て仕事ができるかということで、それは雇用だとかということでいろ
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んな取り組みが必要というふうに思うのですけれども、もう一つは私

どもの子育て支援対策で今まで祝金も含めて7,000万円ぐらい年間予

算でいけば予算化をしているわけでありますけれども、そういうもの

がより人口定着に生かせるように少しいろんなことで工夫をしていく

ということはあるのですけれども、もう一つは都市だとかそういうと

ころに発信をしていくということもこれは極めて重要なことだという

ことでありますから、今後予算編成もやるわけでありますけれども、

内容の検討とあわせて、いかに子育て支援対策等々を発信をしていく

かということも十分検討してまいりたいというふうに思っています。

加納議長 大西議員。

大西議員 子育てのほう士幌町は立派ですよ、いいですよ、環境もいいですと

いう発信は必要です。だから、私の言っている国から少し地方に、頭

脳は出しますと、そのかわりその頭脳をそこまで育てるまでに地方の

親はどれだけ金を使ったのかと。それは、親だから子供を育てるのは

当たり前なのですけれども、今言うような地元へ戻って企業をといっ

てもこの十勝管内で就職できる人数って限られているのだと思うし、

士幌町に新しい企業をまた誘致するというのは不可能なことだと思う

のです。それより親たちは、本当は子供に老後を見てほしいのだけれ

ども、それは無理だと思うから、私は子供に見てもらいたくないのだ

と、いいのだと言っているのですけれども、本心はそれは親は子供と

一緒に過ごして老後を暮らしたいのは、面倒見てほしいというのは本

筋だと思うし、国も在宅介護だとかいろんなことを言っているのは、

やっぱり子供と住んでいなかったらそれはできないのですもの。それ

はなかなか戻ってこないから、士幌町にも独居老人が百何十人、200

人近くいるのですから。ですから、そういう人たちを老後をきちっと

ここでも過ごせるようなお金を国が出してくれれば、それは一生懸命

働き盛りで子供のために金使っても、最後はそのおかげで国が地方の

そういう高齢者にちゃんとした対策してくれるのだというあれがあれ

ば、私はいろんな政策をやっていく中にも本州からこういうところに

移住したくても、やっぱり医療だとか介護だとかそういう福祉のもの

がきちっとなっているかというのが一番向こうから来るときにはそう

いうことを注視していますから、そのためにはここでそれをやってい

くといってもこれからだんだん財政が逼迫していく中で、そういうこ

とを理由に国から金をとることを考えないと、これはなかなか親も大

変だと思います。今1,000万円以上子供を３人もつくって3,000万円、

4,000万円の金、ちょっと離れればいいのですけれども、２年に１人

ぐらいずつ子供を産んだら４年間のうちに２人同時に大学行く時代が

何年かあったら、家族本当に昔でないですけれども、爪に火ともして

生活しなければならなくなるのです。それでも親はやります。ですか

ら、最後の老後ぐらいは子供が見てくれない分は国、地方にきちっと
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見てもらう、そういう制度づくりをしてもらわないとたまったもので

はないです、年とってから独居老人は。ぜひ町長の今回５期の集大成

として、国と戦ってそういう制度をつくってもらえませんか。企業に

働きに行ったからといって企業から頭脳やったから何ぼ返せという、

そんなことはできませんから。それだけ大都市に行くことによって、

大都市でみんな会社の本社があるからそこに税金を打って、大都市は

国にいろんな税金を払って、その税金をキックバックしてもらうよう

な制度をぜひつくっていただきたいと思いますし、町長に５期の一つ

の目玉として頑張っていただきたいなと思うのですけれども、どうで

すか。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 特に今では人口問題というのは大きな課題でありますから、今言わ

れたように子育て支援というのは極めて重要なものなのですけれど

も、子育てをするという環境をよくするということとあわせて、先般

も帯広三条高校が分析したら、極めて教育費がかかるので、進学も諦

めざるを得ないという、そんなテレビ番組もあったのですけれども、

子育てをするということとあわせて教育をしていくということで、子

供をつくるということは極めて重要でありますから、そういう面につ

いては今国の地方創生ということがあるのですけれども、ただ具体的

にはまだどんな中身になるかというのは出されていないわけでありま

すけれども、選挙も終わりましたので、来年度予算も含めて国の創生

に対するというのはもう少し具体的になるのでありますけれども、ぜ

、 、ひ国の地方創生の動きを十分把握をしながら 町の中に生かしていく

できる限り活用していく、生かしていくというようなきちっとそうい

う視点を持って取り組んでいきたいと思います。

加納議長 これで大西米明議員の質問を終了いたします。

質問順位４番、細井文次議員、教育委員会制度改革について町長に

質問を行います。

細井議員 それでは、私は今年度行われました教育委員会制度改革についてお

伺いをいたしたいと思います。

現行の教育長と教育委員長を一本化する教育委員会制度改革が来年

４月１日より施行されます。新制度では、首長が直接任命する新たな

制度の教育長が代表者となり、教育委員長は廃止されることとなりま

した。現在の教育長の任期は、明年11月までとなっておりますが、新

制度移行後の両職の処遇はどのような対応となるのか町長にお伺いを

いたします。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、細井議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が
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本年６月20日に公布されたところであり、平成27年４月１日から施行

されることになりました。これまでは首長が議会の同意を得て教育委

員を任命し、教育委員会では５人の委員により会議を開催し、教育委

員の中から教育長を任命することになっているところであります。そ

れが今回の改正により首長が議会の同意を得て直接教育長を任命でき

るように改正され、さらには教育委員長は置かないこととし、新教育

長が教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することに改正さ

れたものであります。なお、教育長の任期はこれまで４年でありまし

たけれども、新教育長の任期は３年と定められ、また教育委員の任期

はこれまでどおり４年のままであります。

また、法律の附則では、教育委員長、教育長の任期については経過

措置が設けられており、施行日の平成27年４月１日において在任中の

教育長については、その教育委員としての任期を満了するまで、また

はみずから退任するまで現行制度の教育長として在職するものとし、

徐々に新制度に移行していくこととされているところであります。

現在の教育長の任期は、前任教育長の残任期間の満了日である明年

11月11日までとなっており、その間は従来どおり教育長と教育委員長

が併存することとなり、教育委員長については旧教育長の任期が満了

した時点、または退任した時点で教育委員長としては失職しますが、

教育委員としての任期は平成30年10月21日まで継続されるものであり

ます。

以上、細井議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 ここで昼食休憩といたします。

午前１１時５５分 休憩

午後 １時００分 再開

加納議長 休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質問の途中ではございますが、ここで日程の追加を行います。

お諮りします。本日の会議録署名議員として11番、大西議員を指名

しましたが、体調不良のため早退いたしましたので、会議録署名議員

の追加指名を行いたいと思います。これを日程に追加し、直ちに議題

にしたいと思います。これに異議ありませんか。

（異 議 な し）

加納議長 異議なしと認めます。

よって、会議録署名議員の追加指名を日程に追加し、直ちに議題と

することに決定いたしました。

１ 追加日程第１、会議録署名議員の追加指名を行います。追 加

、 、 。会議録署名議員として 12番 加藤宏一議員を追加指名いたします

２ それでは、質問に戻りまして、再質問があれば許します。５番、細
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井議員。

細井議員 それでは、再質問をさせていただきます。

最初の町長からの答弁にありましたけれども、本町の現教育長は明

年11月11日までの任期ということで、お答えの中にもそれまでは旧制

度と新しい制度の両方をどちらでも選択しながらいけるのかなという

ふうな答弁でありましたけれども、本町におきましてはこの新制度に

移行する、新しい教育長をもとにした新しい体制というのはいつから

というふうにお考えか町長にお伺いしたいと思います。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 法ができた制度的なことをいえば、11月10日までで新しい制度にの

っていくということになるのですけれども、その取り扱いについては

教育委員会とも少し意見を交換して、どんな形がいいのかというのを

議論をさせていただきたいと思います。

加納議長 ５番、細井議員。

細井議員 議論をさせていただくということでありましたけれども、新聞報道

によりますと教育長につきましては３月31日で辞表を提出して、４月

１日に新たな制度の教育長を任命するという裏わざ的な方法もあると

いうふうなことがありましたけれども、それも一つの方法かなという

ことも思われるのですけれども、また現教育委員長につきましてはせ

んだって教育委員としての任命をして、議会でも承認したわけですけ

れども、そこら辺なのですけれども、管内の全ての市町村には教育委

員会があって、その足並みとしては、町長も多分町村会の中ではこの

議題にもなったとは思うのですけれども、統一した見解等が町村会の

中でありましたらお聞かせ願いたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 町村会としては、その部分でどうするかという意見交換はしていな

いのでありますけれども、先般教育局局長とお会いしたときに北海道

教育委員会としても全道的にどんな意向かというのを調査するという

予定のようでありますから、それらの動向も見ながら教育委員会と協

議しながら取り扱いを決めていきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。５番、細井議員。

細井議員 私としてもスムーズに新しい制度に移行していただくことを改めて

町長にお願いしたいと思います。また、この制度の改革につきまして

は、国のほうの制度の改革ですから、この制度改革について私自身も

賛成であるとか反対であるとかということにはなりませんので、スム

ーズな移行というのが一番大事ではなかろうかと思います。

この制度の改革というのは、多分、多分というより私の臆測なので

すけれども、たしか平成23年だったと思います。滋賀県の大津中学校

でしたか、当時中学２年生の男子生徒だったと思いますけれども、い

。 、 。じめを苦に自殺した そして 明くる年の24年12月だったと思います
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大阪市の桜宮高校で、これは部活動で当時バスケットボール部のキャ

プテンだった生徒が非常に部の顧問から暴力的な指導であったり、体

罰と言えるのかちょっと疑問なところもあるのですけれども、またそ

のような自分もキャプテンという立場の中で、この学校は大変バスケ

ットの強い高校だというふうに聞いておりますけれども、そのような

中でそのような立場に置かれて、自分としても部をまとめる中また顧

問から暴力的な指導を受けたということで大変悲惨なことがあった。

それが一つの引き金となって、新聞やテレビでよく報道されましたけ

、 、れども 教育委員会のその後の取り組みが非常に遅かったことだとか

学校の対応の悪さとか、そういうことでもう少し迅速な対応がとれな

かったのかと、こんな悲惨な結果にならないで済んだのではないかと

いうふうなことを多くのテレビの視聴者、新聞の読者も思ったことだ

と思います。そのようなことからこの制度の改革の一つの要因になっ

たのではないかと思います。

そんな中で、この教育委員会の制度の改革、少し勉強させてもらい

まして、たしか昭和23年に教育委員会法というのが新たに制定された

というふうに調べさせていただきました。以前その戦前の教育思想、

子供たちを戦争に送ったり、そういう軍国主義的な教育というのか、

そういうのがこの23年の改革以前にあって、それが敗戦とともにこの

ような教育ではいけないということで昭和23年に教育法が改正され、

それから幾たびか時々に改正されております。大きなものは昭和31年

の制度改革、それから何回かの改革があって、今般このような改革と

なったということで勉強させていただきました。

そのような中で、教育委員会は根本は中立な立場、この議場を見れ

ばわかるように町長部局と、それから教育委員会部局の２つに分かれ

ている。教育委員会は、町長部局のほう、どちらかというと町長から

余り影響されないような独立した立場の中で教育行政というのは進ん

でいるというふうに理解するわけです。今般の明年の４月１日の制度

改革で直接町長は教育長を任命するということになっております。今

までは教育委員の中から互選ということで教育長、または教育委員長

が決まったわけですけれども、このことによって町長のいろいろな考

えだとかそういった思想が今度は教育委員会のトップが教育長、新教

育長ということでありますから、その教育長に影響されるのではない

か、多分に影響されるのではないかというふうな思いがあります。新

たに４月１日以後の、本町においては今町長からいついつからという

ことははっきり言われませんでしたけれども、町長も５期目というこ

とで、今度の改正以後積極的に教育行政に携わるような仕組みとなっ

ておりますけれども、その部分について町長の教育行政に携わるお考

えがありましたらお伺いをしたいと思います。

加納議長 町長。
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小林町長 今回教育委員会の法律が改正するというのは、今細井議員から申し

上げましたとおり、１つは滋賀県大津のいじめ事件に対する教育委員

会としての対応の問題等々が課題になる中で、迅速な処理をするとい

うことと教育委員会における責任体制の明確化ということが趣旨で本

法律ができたというふうに言われているわけでありますけれども、た

だ一貫して教育については政治的中立性の確保ということは極めて重

要だということでこれまで協議されてきたところであります。したが

って、今般町長が直接教育長を任命する、あるいは総合教育会議とい

うような形で教育にかかわっていくということでありますけれども、

これらについては一定程度教育の大きな部分について首長と教育委員

、 、会が意見交換をするということで 協議は行うのでありますけれども

最終的な執行権限は教育委員会に留意していくということが法の趣旨

ですから、そういう面については基本的な部分については教育委員会

が議論していくのですけれども、細部の教育にかかわる部分について

はこれまでどおり教育委員会が担っていくという、そういう認識でい

るところであります。

加納議長 再質問あれば。５番、細井議員。

細井議員 最終的には教育委員会が担うということでお答えをいただきました

けれども、ある程度こういう権限が新たな制度の改革によって町長の

権限、教育に対する、教育委員会に対する権限というものははっきり

としてきたのではないかというふうに思います。こういう言い方はち

ょっと適切かどうかわかりませんけれども、首長の部下的なポジショ

ンに教育長というのはなられるのではないかと。教育総合会議という

ものを町長が招集するということですから、なかなかこういう縦社会

のような形になると、やはり町長の考えですとかそういったものが重

要にされていくのではないかというふうにすごく今回の改正の中で教

育委員会の組織の改革に当たってそういう心配も少しするわけであり

ます。

そのような中から、今回の教育委員会の制度の３大原則というのも

少し調べさせていただきました。まず、初めにくるのが政治的中立性

の確保、２番目が継続性、安定性の確保、３番目に住民の意向の反映

ということで、イの一番にやはり現制度でも政治的中立な立場という

ものに重きを置いた教育委員会が設定されていて、教育行政に携わっ

ているというふうに感じるわけであります。先ほどもありましたけれ

ども、町長が直接新たな教育長を任命するわけでありますから、先ほ

ども申しましたけれども、少なからず政治的な影響を受けることがや

はり懸念される。最終的には町長のお答えでは現行と変わらないよう

なお答えでしたけれども、少なからずやはりそこには政治的な影響が

あるのではないかというふうな思いがするわけです。政治的中立性と

いうものは本当に確保されるのか心配な部分がありますので、その部
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分について町長のお考えをお聞きしたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 今までは教育委員を任命して、教育長については教育委員会の中で

決めていたということから、町長が直接教育長を任命するということ

からいけば、さらには総合教育会議ということで首長と教育委員会が

協議を持つということからいけばかかわりが深くなったということで

ありますけれども、教育の場における政治的中立性というのは極めて

大事だというふうに思うところでありますから、その認識はしっかり

持ちながら教育委員会とのかかわりを持っていくわけでありますけれ

ども、総合教育会議の中の協議調整事項という中には、１つは教育行

政の大綱の策定ということと、それから教育の条件整備などの重点的

に講ずべき施策、それから３点目としては児童生徒の生命、身体の保

護等、緊急の場合に講ずべき措置等を主に取り扱っていくということ

でありますから、個々の教育の内容にまで頻繁にかかわるということ

はないのだろうというふうに認識しているところでございます。

加納議長 再質問があれば。５番、細井議員。

細井議員 今までしつこいように政治的なことがないようにということでお話

をさせていただいているわけですけれども、私自身危惧しているとい

うか、心配だというか、今回制度が変わりまして、町長も今までより

一層教育行政にかかわることが多くなりましたので、１つだけお願い

をして、質問ではありませんけれども、お答えは要らないのですけれ

ども、最後にお願いをしたいことが１つあります。

それは、一時期より学校間で国旗だと国歌だとかそういう部分につ

いては少し鎮静化というのか、してきたのではないか、そのような気

もするわけです。いじめに関しても我が町においてはそういうことは

ないわけですけれども、昨日も、今ウインターシーズンですから、冬

シーズンですから、フィギュアスケートで羽生選手が２年連続のグラ

ンプリファイナルで優勝されたということもありましたし、そのよう

な中でああやって国際大会に出る選手は皆その胸に日の丸をつけてい

くわけです。いろんな政治的な考えだとかイデオロギーで日の丸がど

うのこうのということはないのですけれども、１つ残念なことは国旗

国歌法で日本の国の国旗は日の丸である、国家は君が代であるという

ふうに、そういうふうに法で定められている中で、やはりもう少し国

旗だとか国歌だとか、特に君が代なんていうのは、昨日も羽生選手は

テレビの映像では口ずさんでいましたけれども、残念なことに今の小

学生、中学生というのはなかなか口ずさむことすらしない。私は、ぜ

ひともそういったところのことを、これまた政治的中立であるといい

ながらもそんなことがあるのですけれども、でも日本の国はそういう

ふうに国歌だとか国旗だとか決められているのですから、またそうい

う教育も必要ではないかと。諸外国の話をしてもいけないのかもしれ
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ませんけれども、特にアメリカだとかああいう革命で、フランスもそ

うです。革命だとかそういう大変な思いをしてできた国というのは、

自分の国の旗のもとに団結しようという精神があるというふうに聞い

ております。なかなか日本は難しくて、過去にはそういったところも

少しはあったのかもしれません。それがよかったのかどうかというの

は私も判断できませんけれども、この国の旗のもとに、この旗のもと

に団結して国を興すのだというふうなことで、そういった諸外国は国

づくりをしてきたという、国が起きてきたということも聞いておりま

す。そういった思いで、日本の国の国旗は日の丸であるし、国歌は君

が代である、またそういったところも少しずつ、今ちょっと何か私も

入学式や卒業式等々に出席していてそういう口ずさむ子供たちもいな

い。どうなのでしょうか。学校現場のことは勉強させていただいてお

りませんけれども、ぜひともそういったところもこれを機会に、そう

いうふうに決められているのだったらやっぱり教えなくてはいけない

のではないかと、そのような思いがしますので、そんなところも町長

が今度教育長を任命されるのですから、そこら辺も少しお願いしてお

いて、質問を以上で終了させていただきたいと思います。

以上です。

加納議長 以上で細井文次議員の質問を終わります。

質問順位５番、清水秀雄議員、国保病院について町長に質問を行い

ます。

清水議員 私は、町長に国保病院について伺います。

士幌町国保病院は、福祉村の中核施設としての役割を担っています

が、現在病院長が不在となっていて、患者や住民に大きな影響を及ぼ

しています。解決策と病院のあり方について町長の所見を伺うもので

あります。

１つ、病院長が不在になっているが、後任の院長についてめどはつ

いているのか。

２点目に、福祉村の中核施設として十分機能しているか。

３点目に、病院経営について住民アンケートに示された住民要望が

どのように生かされたか。

３点についてお伺いをするものであります。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、清水議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

平成26年６月23日付で前院長を懲戒免職処分としたことから、常勤

医４人体制が３人となったことで外来診療等にも休診日を設けるな

、 。ど 町民の皆さんに対して迷惑をおかけをしているところであります

この間池田副院長を院長職務代理者に発令して診療体制をとるととも

に、後任の医師を確保すべく竹内地域医療アドバイザーの助言、協力



- 65 -

をいただきながら、医師登録業者への登録、大学医局への要請などを

行ってきたところであります。あわせて病院改善に向けての検討を行

うべく士幌町国民健康保険病院庁内改革検討委員会を副町長を座長に

病院、保健福祉課など関係職員をもって組織し、病院の改革とあわせ

保健、医療、福祉の連携を図るための協議を行っているところであり

ます。

１点目の質問は、後任の院長についてめどは立っているのかという

ことでありますが、先ほど申し上げました医師確保対策を進める中で

竹内アドバイザーに事前面談等を行っていただきながら、池田院長職

務代理者ともども４名の医師と面接を行い、行政報告でも申し上げた

とおり、明年１月１日付で内科医師１名を採用することが内定したと

ころであります。なお、院長職については、池田院長職務代理者とも

協議を行いながら今後発令をしてまいりたいと存じます。

質問の第２点目は、福祉村の中核施設としての機能を十分発揮して

いるかということでありますけれども、本町においては平成９年度に

、 、総合的な福祉体制の充実 整備を図るべく福祉村整備計画を策定して

平成10年度以降総合福祉センターを初め病院、特別養護老人ホームな

どを整備し、保健、医療、福祉の連携を目指してきたところでありま

す。町立病院は、その中核をなすものでありますが、病院をめぐって

、 、は医師 看護師の不安定さや診療報酬の改定など医療サービスの提供

病院経営ともに課題があるところであり、残念ながら十分機能を果た

しているとは言いがたい状況であります。今後において竹内アドバイ

ザーの助言、指導とあわせ、改革検討委員会での議論とあわせ、道内

、 、 、３医大 医療関係機関との連携を深めながら 町立病院が町民の健康

生命を守るべく地域医療の使命を果たす取り組みを全力で推進してま

いりたいと存じます。

本年度に整備した高齢者住宅、障害者総合施設の完成により、福祉

村内のハード面はほぼ完了するものであり、今後は福祉村内の施設の

機能を生かしたソフト面の充実を図っていかなければなりませんが、

とりわけ平成27年度からは社会保障制度の改革として地域包括ケアシ

、 、 、ステムがスタートとなるところであり 病院を中核として保健 医療

福祉の連携による福祉村の充実を図ってまいりたいと存じます。

３点目の質問は、病院経営において住民アンケートに示された住民

要望がどのように生かされたかということでありますが、病院の改善

に向けて町民の皆さんの意向を把握すべく昨年８月に実施したアンケ

ートでは、医師を含むスタッフ対応の問題、待ち時間の問題、小児科

の配置等、厳しい意見とともに多くの要望も寄せられたところであり

ます。前院長の拒否反応、さらには懲戒処分問題などがあり、具体的

に対応し切れていない面が多いのが現実でありますが、今後において

せっかくお寄せいただいた町民の皆様の貴重な要望、意見であります
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ので、十分検討をしながら、その具現に努めてまいりたいと存じます

ので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、清水議員への答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。８番、清水議員。

清水議員 町長からそれぞれ回答をいただきました。１点目の後任の医師のめ

、 、どについては 町長も行政報告の中でも述べられておりましたとおり

１月１日付で内定したということでありますから、そのことについて

はまだ決定でありませんから、余り深く質問を避けたいというふうに

思っております。

ただ、私は、病院の医師として契約する段階でどのような手続を踏

んできたのかということに疑問があります。ただ、今町長が答弁書の

中でもおっしゃっていますように竹内地域医療等アドバイザーの助言

を受けながらということを述べていますから、そういう点では多分、

竹内地域医療等アドバイザーの提言がありました。士幌町国保病院健

全化に向けての提言、これは素案でしたけれども、この中でもこう述

べているのです。医師の採用に関しては、その人の経歴や指導力を見

きわめた上で、単年度、複数年度契約とするということが望ましいと

いうふうに提言されているのですが、この点についてそういったこと

も考慮しながら進められていたのかということについて伺っておきた

いと思います。

加納議長 町長、答弁お願いします。

、 、小林町長 今までの医師の採用についても 士幌だけではないのですけれども

町職員として雇用するという形で進めてきたわけでありますけれど

も、今回も雇用するという形でするわけでありますけれども、その中

でひとつ医師との確認書ということで、いろんな条件等々については

その確認書の中で決めていきたいというふうに思うところでありま

す。

それと、もう一つは、今全体的に地域においては医師が確保できに

くいという状況があるのでありますけれども、公募で採用を行うとい

うこととあわせて、もう一つは今大学の医局にはお医者さんがいない

ということもあるのでありますけれども、大きな病院であるとか医療

関係から町が雇用するのではなくてそこから派遣するような形ででき

ないかということで、昨年からいろんなところに要請をしているので

ありますけれども、できればそういう形でやっていければなと思うの

ですけれども、なかなか今どこの医療機関も医師が少ないという状況

ですから、必ずしもすぐできるとは限らないのだけれども、そういう

ことも視野に入れて検討していきたいというふうに思うところであり

ますし、それから竹内アドバイザーの中にもあるのでありますけれど

も、今４人なのですけれども、例えば２人くらいを専門あるいは指導

医というのを配置する中で、あとについてはそこへ来てくれる研修医
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のようなものを確保していくという方向についても今後医師確保対策

の中では検討してまいりたいと思います。

加納議長 再質問があれば。８番、清水議員。

清水議員 ただいま町長もおっしゃっているわけですが、この提言の中で今後

の国保病院の当面の対策として何を行っていくのかということについ

てそれぞれ提言があります。その中で、町長は病院経営健全化に向け

ての病床の再検討、そういったことも含めてそれぞれ進めようとして

いるのだと思うのですが、そういう面での医師としての指導力、そう

いうことも十分考慮されるべきだと思うのです。今町長がおっしゃっ

ているようにただ大学の医局から派遣してもらうとかそういう点でい

うと、なかなかそういった面での指導力だとかいうことについては、

希望どおりにいかないのではないかということが危惧されます。やは

り病院経営についてどのような経験を持っているのか、同時にまた臨

床経験がどのような過去の経歴を持っているのかというところも十分

に検討されたのかというふうに思うのですが、そこのところは十分な

検討が行われているのでしょうか。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 竹内さんのアドバイスの中でも経営に関してはできる限り効率的な

運営ということなのでありますけれども、ただ現実としては地域医療

が経営というのですか、お金の面だけでは必ずしもいかないという面

もあるので、例えば社会的入院も受けざるを得ないとか、そういうい

ろんな状況があるから、地域医療をやる上では必ずしも民間病院がや

る効率だけ追求するということにはいかないということがあるのであ

りますけれども、ただそういうより経営安定の中では効率化というこ

ともどう国保病院の中でやれるかということについては検討してまい

りたいというふうに思うところであります。

それから、医師の指導力ということでありますけれども、今までは

どっちかというと北海道地域医療振興財団というところに依頼をして

公募してもらったのですけれども、なかなかその中では身体検査とい

うのですか、状況というのを把握できるという、そういう組織になっ

ていないのでありますけれども、今回の医師の採用に当たっては竹内

アドバイザーにその経歴だとか、本人にあるいは直接会ってもらって

地域医療の考え方だとか、医療の今までの経歴等を調べていただいた

ということであります。

加納議長 再質問あれば。８番、清水議員。

清水議員 それでは、次の２点目に移らせていただきます。

２点目の中核施設としての機能を十分果たしているかということに

ついては、町長もその点については残念ながら十分機能を果たしてい

るとは言いがたいという状況にあるというふうにおっしゃっているの

ですが、私はここのところをどのように今後改善しようとしているの
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か、そこのところを伺っておきたいというふうに思うのです。

端的に伺います。中核施設といいますと、あそこの福祉村の中核施

設ですから周りの施設から患者さんが多く来るということは当然のこ

となのですが、そこで今住民から指摘されていることがあります。そ

れは何かといいますと、これは法律上そのようになっていますからや

むを得ないのですが、３カ月ないし６カ月たつと、表現悪いですが、

追い出されるという状態、もう次の病院を探してくださいというよう

なことになるのだそうでありますが、現在国保病院ではそのことにつ

いてどのような対応をされているのでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 病院の具体的なことについては、病院の事務長のほうからお答えを

させていただきたいと思います。

加納議長 病院事務長。

奥村病院 病院事務長、奥村がお答えします。

事 務 長 民間の病院におきましては、平均在院日数によって診療報酬が変わ

りますので、当然経営の効率化を考えて何週間以内に退院するとか、

３カ月以内とか６カ月以内とか、そういう基準をつくって患者さんに

は出ていってもらうようにはなっておりますが、当国保病院におきま

す患者さんの層というのは、そういう急性期の方はほとんどいらっし

ゃらなくて、どちらかというと慢性期で余り治療性の必要のない方が

入院されておりますので、その在院日数を目標として掲げて、ある一

定の日数がたってしまえば退院していただくと、そういうような方策

は今のところはとっておりません。

以上です。

加納議長 ８番、清水議員。

清水議員 事務長からただいまそのようにお答えをいただいたのですが、私が

住民から伺ったところでは、もう病院のほうからあなたについては、

もちろん家族が言われているのです。患者さんについては、次の病院

を探しておいてくださいというふうに言われたというのですが、その

ような対応なのでしょうか。それは間違いないですか。

加納議長 病院事務長。

奥村病院 多分それは何カ月たったからとか何日たったから退院してください

事 務 長 というのではなくて、病状からいきまして入院の必要性がなくなった

ので、退院してほしいと、そういうことだろうと思います。

加納議長 ８番、清水議員。

清水議員 それで、住民からの要望です。要望といいますか、そういう病院の

対応でしたと。病院を、行き先を探してくださいねというふうに言わ

、 。れても 患者や家族が次の病院を探すということは極めて困難ですと

ですから、病院のお医者さんとしては患者さんの、今急性期ではない

とおっしゃいましたから、安定期といいますか、そういう長期にわた
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って入院するということがもう難しいですよと言われる患者にして

も、いずれにしてもお医者さんが患者さんを預かったら、その患者さ

んはお医者さんを信頼しているわけでしょう。そしたら、当然患者さ

んを預かっているお医者さんがその患者さんの行き先をあなたはここ

の病院行ったらどうですかというのが本当ではないですか。ある病院

ではそのような対応されているというふうに伺っています。あなたは

私が預かりました、だからあなたに行き先を探せと言っても無理でし

ょう、私がちゃんと病院紹介してあげますから、そのようにしたらど

うですかという対応だというのです。私が中核施設としての機能を果

たしているかという点での一番の問題点はそこにあると思います。患

者さんが一定の期間たったら追い出される。追い出されて、その行く

先も自分で探しなさい。繰り返しになりますけれども、それは患者さ

んや家族にとっては非常に難しい問題だと思うのです。その点の対応

について町長はどんなふうにお考えですか。

加納議長 町長。

小林町長 病院でありますから、これは医師の判断で治療が必要かどうかとい

うことありますし、それから入院が必要な患者さんかどうかというこ

とは、それは医師の医学上の判断があるわけでありますけれども、実

態としては、うちは慢性期ということもあるのですけれども、帯広の

民間病院、あるいは民間の福祉施設から比べると比較的そこは弾力的

に運用をしているのでないかという、今の具体的なそういう話につい

てはわかりませんけれども、一般的にはそういう弾力的な運用をして

いるのですけれども、ただ病院を例えば退院してもらうのに対応する

としたらもう少し改善をしていくとすれば相談体制がきちんとできて

いるのかだとか、あるいは在宅診療、例えば訪問介護を含めたそうい

うものができる体制になっているかということはこれから本町として

取り組んでいかなければならない課題なのかなというふうに認識して

いるところでございます。

加納議長 ８番、清水議員。

、 。 。清水議員 もう一つ こういう話があります 私にある町民はこう言いました

農協の職員だとか役場の職員は、退職後士幌にそのまま住み続けると

いうことを考えていないようですよ、音更に住宅を建てて、その準備

をしていると。なぜそうなるかというと、高齢化して車を運転できな

くなったら、やはり何が心配かといえば一番は病院ですと。そのとき

に士幌に高齢になっても住み続ける、安心して住み続けるという体制

ができていればそうではないのですが、多くの人たちがそう考えてい

るようですよ。士幌の病院が本当に住民から信頼される、安心して士

幌の病院に自分の命を預けるという病院にならなければ、士幌の人口

の流出はとまりませんよ、どうするのですか、こう尋ねられました。

私はまさにそのとおりだと思うのです。その現象が起こっている。住
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民の方々はそれ見ているのです。それを心配しているのですが、町長

はこのことについて既にご存じなのかどうかわかりません。ご存じで

いて、ではご存じならそれにどう対処すべきだというふうに考えてい

るのか、その点について伺います。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 いろんな個々のケースはあるのだと思いますけれども、全体的なこ

とを言えば町、農協の職員の退職の皆さんも比較的ほかの町村から見

れば私は町に残っていただいているということで、ただ年齢に伴って

中にはお子さんのところに行くとかという話も何件かあるのは見てい

るのですけれども、多くは士幌に残っていただいているのだと思いま

すけれども、ただ後段のそのための例えば医療だとか介護を住み続け

るためには充実させれるかということについてはそのとおりでありま

すから、病院だとかうちの介護も含めた福祉村がそういう役割を担っ

ていくように改革なり、改善をしていくということについては私もそ

のとおりだと思います。

加納議長 再質問、８番、清水議員。

清水議員 そこで、住民から信頼される病院、そして医師というのは、私は先

、 、ほども１点目のところで言いましたけれども お医者さんと契約する

お医者さんを雇用するということになるのですが、その段階で重要な

ことは、お医者さんが命を預かった患者さん、私が紹介してあげます

よということができるお医者さんというのは、それだけ幅広く医師と

のつながりを持っているという、そういう診療経験の豊富なお医者さ

んだと思うのです。そうでなければそこまでできないと思うのです。

だから、そういうお医者さんと士幌が契約するということが大切なの

ではないかというふうに思うのです。まさに中核施設としてのたくさ

ん病院を利用されるお年寄りはいるわけですから、そこでそういう役

割を果たしてくれる。あなたはここではちょっと無理ですから、どこ

どこの病院紹介しますというふうなことができる先生、あるいはまた

先ほど町長この冒頭言っているのですが、きちっと一定の病院と契約

してそういうことができるというふうな措置も十分にとれるという対

策を講じて初めて中核施設として信頼される機能を果たした病院とい

うふうに言えると思うのですが、その点についてのお考えを伺ってお

きます。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 医師確保に当たっては、それはお医者さんとしての技術はもとより

でありますけれども、やっぱり地域医療により意欲を持っていただく

という方を雇用なり、確保していくということについては努力をして

いきたいわけでありますけれども、今特に病院についてはセカンドオ

ピニオンということでいろんなところに相談できるだとか、あるいは

説明なり、話を聞く、説明をするということは極めて病院としての役
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割としては重要ですから、そういうことについては今後もより病院と

しても徹底をしていくように指導してまいりたいと思います。

加納議長 再質問があれば。８番、清水議員。

清水議員 ぜひそういう視点で進めて、住民が安心して命を預けることができ

る病院にしていただきたいということはお願いをしておきたいという

ふうに思います。

３点目ですが、これは町長がおっしゃっているように院長が不在に

なって、このアンケートについての対応が実際には十分にできていな

いということは現実だと思います。ただ、町民はアンケートの結果ど

うなったのですかと。それぞれアンケートに回答された町民がいるわ

けですから、それに対して一体町はどのように対応してくれるのだろ

うというふうに期待しているわけです。そうすると、それに的確に対

応していくということが求められているにもかかわらず、今ここで町

長が答弁しているように十分に対応できていないということなのです

が、そうすると住民に十分にこういう対応はしますと、アンケートに

寄せられた問題についてはこういう問題が指摘されました、それで今

後このように対応したいと考えていますというような、答弁書とまで

は言いません、回答ですか、そういうものを住民に出していただいて

もいいのではないですかと。まさに私はそのとおりだと思います。対

応し切れていない、それは今院長が不在で、十分にそういうことがで

きませんでしたから、そういうこともきちっと説明しながら、そのよ

うな今言ったような対応の仕方が必要ではないかというふうに思うの

ですが、その点について伺います。

加納議長 町長。

小林町長 十分だということでは至っていないということでありまして、取り

組んでいないという意味ではなくて、例えば対応についてはそれぞれ

医師、看護師にもそういう患者に対する対応については指導をしてい

るところでありますし、さらに町内のお母さん方から小児科というお

話がありまして、今なかなか内科、産婦人科、小児科がいない時期な

のでありますけれども、何とか帯広の大きな病院でスポット的でもい

いから対応できないだろうかというお話ししたのですけれども、一部

どうかという協議まで入ったのですけれども、向こうが出せる時間と

本町が受け入れができる時間というのがちょうど合わなくて、それで

ちょっと今回は実施に至らなかったのですけれども、いずれにしても

そういう要望があるものですから、いろんな角度から何とかできるよ

うに進めていきたいと思いますし、要望についてはそれ以外にもいろ

いろあるのでありますけれども、具体的に進めれるようにいろいろ取

り組みは進めていきたいというふうに思っているところであります。

加納議長 ８番、清水議員。

清水議員 繰り返しになりますけれども、十分に対応できていないということ



- 72 -

は事実なわけですから、そういう点で住民が求めている今町長がおっ

しゃったように小児科があったら非常にいいと、何とか対応してもら

えませんかとかたくさんあります。そういう点で一番多いのが待ち時

間が長いという、そういうアンケートの答えだったと思うのですが、

そういう面でどのように対応しているのですかと、どのように今後対

応しようとしているのか、なぜ待ち時間がそんなふうに長くなってい

るのかというそこのところも十分に住民に理解ができるように、それ

を望んでいるわけでしょう。もちろん解決してほしい。だけれども、

なぜそんなに長いというふうに言われるような現象が起こっているか

ということも十分に検証しながら、そのことについてはこういうふう

に対応しますというふうに、それぞれに出された問題について検討し

た結果このように対応しようとしているという部分について町民に返

していかないと、何のためのアンケートだったのですかということな

のです。ですから、そこのところはやっぱり迅速にやっていくという

、 、ことが必要だと思うのですが その点について十分な対応をしながら

。 、ぜひ住民から信頼される国保病院にすると 信頼される病院であれば

３億円の赤字でも私はそこのところは問いませんとアンケートの中に

あります。まさにそこにあると思うのですが、町長がそういう点での

対応を今後どうするというふうに考えているのか、そのお答えをいた

だいて質問を終わります。

加納議長 町長。

小林町長 まずありました待ち時間が長いというのは、診療の待ち時間もあり

ますし、計算まで長いというのはアンケートにもありますし、懇談会

等でも出される中身なのです。具体的に病院の中でどういうふうに検

討しているか、あるいは取り扱っているかということについてはセン

ター長のほうからお答えをしたいと思いますけれども、いずれにして

も町立病院は町内唯一の医療機関だということでありますし、それに

先ほどから申し上げましたとおり福祉村の中核になる施設だというこ

とでありますから、うちの病院で全て完結できるわけではないのです

けれども、１次医療を担う自治体病院としての役割としての救急だと

か、それから初診診療だとかという、そういうことを、さらには健康

にかかわる対応等々、そういう地域医療の役割を果たしていくよう努

力をしていきたいと思いますし、それぞれ出された要望についてはそ

ういう検討の中で改善をしていくように今後努力をしていきたいと思

います。

加納議長 保健医療福祉センター長。

山中保健 保健医療福祉センター長、山中より待ち時間の関係でございますけ

医療福祉 れども、今病院としましてはいろんなパターンでの待ち時間の体制が

センター長 あるのだろうといろいろ点検もしているところではございます。そん

な中で、ドクターが減ったということもあるのですけれども、外来診
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療に当たって出ていない先生もいらっしゃいます。そういったときに

待っている方が多いときには手伝いに出ていただくとか、そういった

ような内部体制もとりながらやっているというのが現実でございま

す。そんな中で、待ち時間の長いというのはいろんなところで言われ

るわけですけれども、待っていても信頼できるというか、そういう方

もいらっしゃいます、中には。その先生しかいないし、その先生にか

かりたいということでお待ちいただける方もいらっしゃるわけなので

すけれども、いろんな意味で待ち時間の意味というのがあるのかなと

いうふうには思っているところですけれども、信頼される体制という

のがとられればある程度理解もいただけるのかなと思いますので、そ

ういったことを目指しながら努力を続けさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

加納議長 清水議員。

清水議員 実は、病院の待ち時間の中で、夏場なのですが、あそこの待合室が

非常に暑くて、患者さんが汗をかきながらあそこで待っていると。病

院の中で事務をとっている人たちは涼しい環境でやっているのに、病

気を診てもらおうと思って来ている患者さんが汗をかきながら待合室

で待っているなんていう病院はないですと。それで、今年の夏のこと

だったそうです。風邪を引いて病院に行ったのに、中が今言ったよう

に蒸し風呂のように暑いと。患者さん耐え切れなくて病院から出て、

車のクーラーで、自動車のエアコンで我慢しながら待っていたと。な

ぜこんなことがまかり通っているのですかと。経費節減のためにエア

コンをつけていないというのですかと。どこの病院に行っても患者さ

んにそんな苦しい思いをさせている病院はありませんというふうに指

摘されました。私も言われてそのとおりだと思うのです。余り私病院

に行くほうではないのですが、それでもたまたま行っても夏場病院に

入って蒸し暑いというふうに感じる待合室というのはないと思うので

すが、その点の改善策というのは考えられないですか。

加納議長 センター長。

山中保健 夏場の暑いという意見ほかの方からもお受けいたしまして、節電の

医療福祉 ためにとめているというわけではなくて、クーラー自体が待合室には

センター長 ない設定になっておりますので、そういう指摘もいただいたことから

大型の扇風機を導入するというような形をとらせていただいたり、対

処はある程度させていただいたということであります。クーラーつけ

るとなるとどういったような金額がかかるかとかという、そういう見

積もりなんかもとったりなんかはしたのですが、経費的なことにはか

なりかかるものですから、その辺はちょっと検討しているという段階

でございますので、ご理解をいただきたいと思います。

加納議長 ここで２時10分まで休憩をしたいと思います。
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午後 １時５９分 休憩

午後 ２時１０分 再開

加納議長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。

質問順位６番、飯島勝議員、２問の質問がございます。最初に、公

共施設の使用料について町長に質問を行います。

飯島議員 それでは、町長に質問させていただきます。公共施設の使用料につ

いてということで質問します。

本町の公共施設は、屋内と屋外では使用料が有料であったり、無料

であったりと設定の基準のルールが曖昧で、受益者負担のあり方や算

定方法、使用料改定の時期の明確化など見直す時期に来ているのでは

。 、ないかと考えております 公共施設の使用料無料が当たり前ではなく

施設を利用する人としない人との負担の公平を確立させるためにも受

益者負担の原則や算定方式の明確化、透明化をして、利用者に適正な

応分の負担をいただかなければ町全体の負担になることとなります。

行政と町民による協働のまちづくりの観点から、今後の公共施設の使

用料の徴収をどのように考えているか町長にお聞きしたいと思いま

す。

加納議長 町長、答弁を求めます。登壇願います。

小林町長 それでは、飯島議員の質問にお答えをさせていただきます。

ただいま飯島議員が指摘のように公共施設の使用料につきまして

は、有料、または無料、さらには有料の場合は減免の規定がそれぞれ

。 、の施設ごとに条例で定められております 公共施設には地域福祉施設

子育て施設、スポーツ、健康づくり施設、生涯学習等多くの分野があ

り、それぞれの対象施設ごとに定期的に見直しの検討を行っており、

公共料金等審議会に諮問を行って答申を得て、最終的には議会で条例

改正案を審議していただいているところでありますが、今後も社会情

勢や地域の実情を踏まえるとともに、住民ニーズを的確に捉え、他の

自治体の動向も参考にしながら、見直しの検討を行ってまいりたいと

考えております。

なお、公共料金など住民負担の公平性や受益者負担のあり方につい

ては、行政改革大綱の検討事項でもあり、平成27年度から平成29年度

までを実施期間とした第５期大綱については今月中旬に開催予定の行

政改革委員会で素案を審議していただき、来年１月からパブリックコ

メントを行い、２月中旬をめどに答申いただく予定になっており、平

成27年度からの使用料改定については、現在スポーツ、健康づくり施

設等の見直しの検討中でありますが、公共料金等審議会の答申を踏ま

え、来年３月開催の議会定例会で条例改正案を審議していただきたい

と考えているところであります。

以上、飯島議員の質問に対する答弁とさせていただきます。
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加納議長 再質問があれば許します。２番、飯島議員。

飯島議員 ただいま町長が言われたように公共施設といっても研修の場であっ

たり、コミュニケーションの場であったり、スポーツを楽しむ場であ

ったりと範囲が広いわけでありますが、施設の使用料設定で同じく使

用料を支払わなくても無料と使用料免除とでは使用する町民にとって

は気持ち的に異なるので、質問させていただきました。既に使用料改

定の検討が始まっているように聞こえますが、町民から理解が得られ

るわかりやすい使用料改定が必要と思うのですが、そのような考え方

で盛り込まれているのかお聞きしたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 それぞれ先ほど申し上げましたとおりに有料とする施設、あるいは

無料とする施設、さらには有料の中でも減免する施設ということであ

るのですけれども、今本町で例えば体育施設等で有料の中では、行政

改革の中の検討でパークゴルフ場であるとかゲートボール場について

は有料にするという措置をとって何年か経過してきたところでありま

すけれども、ただあと野球場だとかいろんな施設があるのであります

けれども、そこは子供さんも使うということがあって無料としてきた

という扱いでありますけれども、パークゴルフ、ゲートボール場につ

いても有料にして何年かたつ中で、それを有料にすることによる管理

経費等々の兼ね合いがいろいろあるので、今回の行革の中でそれらに

ついては検討しながら、どうするかということを方向を出していきた

いというふうに考えているところでありますけれども、それぞれ施設

の目的だとか内容によって有料だとか無料だとかと決めているわけで

ありますけれども、やっぱり飯島議員がおっしゃるとおりに少し根拠

についても内部的にもしっかり検討しながら、今言われましたように

、 。適正 あるいは公平性を保つように努力をしてまいりたいと思います

加納議長 再質問はございますか。２番、飯島議員。

飯島議員 本町の毎年の交付金の減額だとか人口の減少ということも考える

と、古くなったから新しく施設をつくるのだよということにはなかな

かならないのかなというふうに思いますし、そう考えると施設の長寿

命化を図るということも大変必要なことではないかなというふうに思

っているところでありますが、施設の使用料は施設の維持管理や運営

のための経費の一部になるものでありますから、施設の使用料を無料

が当たり前とか当然だとかという考えではなくて、これからの施設の

管理をするのが非常に難しくなるなということを考えると、適正に使

用料をいただくという方向もやむを得ないのではないかなというふう

、 、に考えておりますが 何といってもこの施設を長く使わせてもらえる

そういうような管理についてもやはり町民と行政と、行政の職員も一

生懸命やっていただいていることは事実でありますが、町民側も適切

に使う、あるいは管理を上手にして長くもたせるというような考え方
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が必要ではないかなというふうに思っていて、そういう意味での情宣

活動というのか、町民に対するお願いの仕方というのがあってもいい

のかなと思うのですが、町長いかがでしょうか。

加納議長 町長、答弁お願いします。

小林町長 施設の長寿命化ということも先ほどの質問あったところであります

けれども、取り組んでいかなければならないところでありますし、さ

らには使う人、使わない人の公平化ということもあるのでありますけ

れども、なかなか施設ごとによっては一律に線引きできるかどうかと

いうこともあって町も苦労しているのですけれども、いずれにしても

そういう観点でいろんな形で検証しながら、どう設定をしていくかと

いうことについては今後いろいろ検討をしながら、公共料金等審議会

はもとよりでありますけれども、議会ともいろいろ協議をさせていた

だきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。２番、飯島議員。

飯島議員 済みません、同じような質問になるかもしれませんが、最近士幌町

の例えばスポーツ施設についてとか、その他のいろんな施設が非常に

充実している部分もいっぱいあって、多分ほかの町村からも今後使わ

せてくれとかいう話が出るのではないかなと思いますし、全道大会と

か十勝管内の大きな大会等ではそういう施設の使用ということも考え

るのですが、現段階では、もう少し詳しく知りたいのですが、スポー

ツ関係の施設について、特に総合グラウンドという部分です。例えば

野球場、陸上競技場、サッカー場とかというのですが、スケートリン

クのほうも準ずるような形にはなっているようでありますが、これは

条例で無料というふうに決めてあるのですが、この無料というのは見

直し、有料化をするというか、有料化しても今まで町の施策の中で減

免措置がなされているようでありますが、町民に対しては減免措置が

なされているようでありますが、町民以外の方にそういうところまで

いかないのではないか、波及しないのではないかと思うのですが、そ

の点を考えると今無料化と条例で決めているのが有料という言葉にな

るのでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 体育施設等については、実際には管理も、あるいは使用の対応も教

育委員会のほうが窓口となってやっていますので、今の実態というの

ですか、対応の実態等については教育長のほうからお答えをさせてい

ただきたいと。

加納議長 教育長。

堀 江 教育委員会では、数多くの公共施設を管理させていただいておりま

教 育 長 すが、質問の総合グラウンドでございますが、陸上競技場、野球場、

サッカー場、ソフトボール場、そしてパークゴルフ場がございます。

また、農村運動公園につきましては、野球場とスケートリンクと、そ
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して駐車場が整備されております。これらの施設につきましては、現

在の条例では無料と定められているところであります。

また、施設の構造を見ますと、例えばフェンスで囲まれていてどこ

からでも入れなくなるとか、そういう施設にもなっておりません。そ

して、野球場につきましては、主に使われているのが小中学生である

こと、このようなことから条例制定時においては議会の議決をいただ

き、無料化になっているものと思われます。しかしながら、これらの

施設以外でも教育委員会としてはスポーツ施設管理しているわけでご

ざいますが、そちらのほうでまたいろいろと使用料の改定などは検討

していくことにしておりますが、現段階で教育委員会としましては総

合グラウンドと農村運動公園については条例で有料化にするというこ

とは考えておりません。さらに、教育委員会の権限としましては、条

例を提案する権限も予算を執行する権限もございませんので、そちら

については町長のほうの権限になりますので、よろしくお願いいたし

ます。

加納議長 再質問があれば許します。飯島議員。

飯島議員 今たまたまパークゴルフ場という言葉が出たのですが、今パークゴ

、 、ルフ場は有料になっているのですけれども 逆にその使い方というか

料金の徴収の仕方を少し変えられたらどうなのかなというふうに思う

のです。実際にあそこの管理するのにお金がかかっていることはもち

ろんですし、それまでの間には当然造成のときにお金がかかっている

ことは事実なのですが、大会のときだけでもいただくようにして、あ

、 、とふだんのときは健康増進のためにもぜひ免除するなり 減免という

減額するとかいうような方法をとられて、逆にふだんはいただかない

けれども、大会のときはいただくというようなこともあっていいのか

なというふうには思うのです。そういう中で何とか少しでも使用料が

いただけて、それが管理のほうに回せるということはいいことではな

いかなというふうには感ずるので、その辺についてお聞きします。

加納議長 町長。

小林町長 先ほど教育長から申し上げたのですけれども、総合グラウンド関係

についてはほとんどが条例上無料にしているということから徴収して

いないのですけれども、それに総合研修センターについては有料とい

う規定があるのですけれども、社会教育団体に登録したものについて

は減免をするという規定になっていますので、実際については総合研

修センターも町内の人については取っていないのですけれども、町外

については取るという、そういう自治体としての運営をしているとこ

ろでありますけれども、それからパークゴルフあるいはゲートボール

場なのですけれども、例えばパークゴルフ場のことでいくと有料にす

ることによって管理人を置いたりすると有料で取った金額よりも高い

という問題もあって、どうするかということで今これから町としても
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検討するのでありますけれども、いずれにしても今回の行政改革の中

で検討してまいりたいと思うのですけれども、パークをただにすると

今度ゲートも同じようにという話になるので、そこは今回の行革で少

し検討させていただきながら、新年度予算の中で措置をしていきたい

というふうに考えているところでございます。

加納議長 再質問があれば。２番、飯島議員。

飯島議員 済みません、総研のアリーナの関係のことも今お話が出たかと思う

のですが、今条例で決めているのは例えば１時間１万2,000円とか１

万4,000円とかというような金額になっているのですが、これを準用

するのは非常に難しそうな金額、大き過ぎるような金額ではないかな

と思うのですが、先ほど僕も言いましたように使用料いただくのだと

なればもう少し考え方を変えないと難しいかなと。例えば上士幌の総

合体育館は、そういう１時間という言葉ではなくて午前中幾らとか午

後から幾らとかいうような金額になっているかのように見えたのです

けれども、１時間幾らという形ではなく、１時間に１万2,000円とか

１万4,000円とかと言われますと非常に大きな金額になって、とても

支払い切れないのではないかなと思うのですが、ぜひこの辺について

は見直しかけるときにしっかり見直していただければありがたいなと

いうふうに思います。

加納議長 町長。

小林町長 総合研修センターのアリーナの使用料なのですけれども、たしか飯

島議員がおっしゃったようにほかの町村から比べると格別に高いとい

う条例設定をしているのでありますけれども、教育委員会等もいろい

ろ聞くとできる限り町民優先で、余り町外の人に使ってもらわないほ

うがいいという、そういう発想があったというふうに聞いているので

すが、それはちょっと定かではないのですけれども、ただ、今スポー

ツ合宿等町外の方にも多く使っていただくという時期ですから、これ

については見直す必要があるのではないかということでありますか

ら、教育長ともよく協議をしながら、今回の行革の中で見直す方向で

検討したいと思います。

加納議長 ２番、飯島議員。

飯島議員 済みません、この件については終わりに近いのですが、使用料をい

ただくという形の中で、特に健康に関する部分での使用料いただくの

ですが、どこかの町村で健康ポイントカードを普及させて、それによ

って獲得した点数によって奨励する、奨励というか、褒めたたえると

いうのか、そういうことをやっているということもお聞きしたことが

あって、大変一面ではおもしろいのではないかなと。このポイントカ

ードを発行するに当たって、若干の町内全体の施設の使用料が含まさ

っているというのもいいことなのでないかなと。後ほど当然奨励策と

いうか、中にはそういう何がしかの褒めたたえる何かがあってもいい
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のかなというふうに思いますので、その辺はぜひ検討していただきた

いと思うのですが、そのところにあった資料を見ますと例えば健康診

断等があると10点とか、これは健やかポイントだよとか、相談指導を

受けると５点だよとかいうことで、それから健康に関する講座を受け

ると２点だよとか、スポーツ施設を利用するときには１回につき１点

だよというような何かあって、合計点数で奨励策をとっているような

ことがあり、こういう形の中で使用料を皆さんから薄くでもいいから

いただけるという形になれば逆に施設に対する愛着も持っていただけ

るものというふうに理解するので、この辺についてはぜひ検討をして

いただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 公共施設の料金を取るということについては、原則的にいけば使用

者負担というのですか、利用者負担という立場からいけば有料にして

いくというのが正しいのでしょうけれども、ただ実態としてはもう少

し町の施設を多くの人に有効に使っていただくという、そういう施設

もあるのでありますけれども、そういう面ではいろんな形で検討して

いかなければならないのでありますけれども、それとあわせて町民の

皆さんに大事に使ってもらうというのか、施設を愛情を持って使って

いただくということもあるので、今飯島議員からおっしゃったような

ことも今後健康づくり、あるいは交流等々の中でどんなふうにできる

のかということについては今後私ども内部で少し検討させていただき

たいと思います。

加納議長 再質問ございますか。飯島議員。

飯島議員 この公共施設の使用料については最後の質問になろうかと思います

が、建設した時期も違いますし、算定基準を統一しなさいといっても

非常に難しいものがあるし、先ほど町長が言われましたようにほかの

自治体の動向というのもきっとあるので、簡単に町民にわかりやすく

とか理解が得られるような、そういう使用料の設定ということについ

てはなかなか難しいのかなと。それは十分理解はできるのですが、や

はり住民負担の公平性だとか受益者負担が原則だよとかいうことにな

れば、しっかりと一回は検討しておかなければ後々必ず何か失敗した

かなというふうに感じるかもしれませんので、ぜひこの点については

これから使用料の改定について検討されるということでありますの

で、考慮していただきたいなということを切に希望したいなと思いま

す。

以上です。

加納議長 それでは、質問の２番目、農業貨物自動車の車検延長について町長

に質問を行います。

飯島議員 それでは、続けて町長に質問させていただきます。農業貨物自動車

の車検延長についてということでお聞きしたいというふうに思いま
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す。

北海道フードコンプレックス特区が提案しました農業貨物自動車の

車検期間の延長は、農畜産物の運搬に欠かせない自家用トラックであ

っても年間走行距離が少ないのに毎年車検をとらなければならない現

状に目を向けたものだというふうに思います。車検期間の延長で農業

コストの削減とか繁忙期等における車検に要する労力軽減を図ること

が期待されます。しかし、国は車検期間の延長実施には安全確認に必

要なデータがないとして、十分なデータが得られるまで調査実施期間

とする車検の伸長制度を今年の４月から始めましたが、農業用貨物自

動車の指定要件もあって、その中には使用者は認定農業者であること

が規定されており、町に指定申請をして指定書の交付を受けて、指定

の整備工場で法定点検整備を受けることになっております。車検の伸

長制度は、車検延長のための安全確認のデータ収集する車両を特定す

る重要なものですが、この制度をどのように周知してきたか。この８

カ月間でどのぐらいの申請があったかをお伺いいたします。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、飯島議員の２点目の質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

今飯島議員からお話がありました農業貨物自動車の車検期間の延長

は、平成23年12月に指定を受けた北海道フードコンプレックス国際戦

略総合特区において規制の特例措置の提案を行った59項目のうちの１

つであり、十勝管内だけの取り組みであります。農業貨物自動車につ

いては、農業資材や収穫された農畜産物の運搬に使用されるというこ

とと冬期間は使用されないこと、あるいは走行距離が短いことから車

検期間を１年から２年に延長するように提案をしていたところであり

ます。そして、国は車検期間延長の検討に必要なデータを保有してい

ないということから、車両の実態を把握することが必要だと判断し、

一定の要件を満たし、車検から１年経過時に法定12カ月点検を受けた

場合に限り車検の有効期間をさらに１年間伸長する車検伸長制度を本

年４月からスタートしたところであります。

そして、質問の１点目でありますけれども、制度の周知方法であり

ますけれども、本年４月16日から開催しました春の町づくり懇談会、

さらには制度の概要についての資料を使い、農村地区９地区で説明し

て、さらには５月８日には士幌町農民協議会を通じて農家全戸にファ

クス、役場だよりでは４月30日、６月30日の２回、さらには今月15日

にももう一度周知をする予定であります。

２点目の申請件数の状況でありますけれども、11月までの８カ月間

で24台、21戸の申請となっているところであります。

いずれにしても、国の車検期間の延長検討には数多くのデータ収集

が必要となりますので、役場だより等を通じた車検伸長制度の周知徹
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底により農業者のご理解と協力を求めてまいりたいと存じますので、

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、飯島議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。２番、飯島議員。

飯島議員 まず、この事業というのか、制度というのは、車検を延長するため

の調査する期間だよと言っているようでありますが、もう少し中身を

知りたいので、質問させていただきたいと思いますが、実施の期間に

十分なデータが得られるまで続くと言われているのですが、大体どの

ぐらいの件数、あるいはこれは十勝管内に限定ということであります

が、十勝管内の必要な台数はこのぐらいあるのにという中でお聞きで

きればいいなというふうに思うのですが、いかがでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 具体的な中身については、現状の状況等については担当の産業振興

課長からお答えさせていただきます。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長の高木よりお答えをいたします。

振興課長 この車検伸長制度については、十勝管内だけの取り組みということ

でございまして、どのぐらいの期間この車検伸長制度を続けていって

データ収集するのだということについては、具体的に何年間というの

は示されていないわけでありますけれども、データ収集にどの程度、

何台ぐらいというものについては、十勝管内においておよそ6,000台

ぐらいのデータ収集を行いたいというふうに聞いているところでござ

います。

以上です。

加納議長 再質問があれば。２番、飯島議員。

飯島議員 この事業というか、制度の指定要件というのがあります。この中に

先ほど僕言ったように認定農業者でなければだめだよと言っているの

があると思うのですが、そのほかの走行距離が比較的短いとかいうの

もきっとあるのだと思うのですが、そのほかにこれが要するに車の特

定をしなければきっとデータ収集にもならないわけですから、その辺

についてもう少し例えば認定農家はというか、士幌町でこれに該当し

そうな台数は何台とか、十勝管内でこれだけあるとかいう話がもしわ

かれば教えてください。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長、高木よりお答えをいたします。

振興課長 まず、指定要件についてなのですけれども、１つは認定農業者であ

ること、あるいはその構成員であること、例えばお父さん名義になっ

ている車両等もあるかと思いますので、経営主ではなくてその構成員

であってもいいということになっております。それから、車両につい

ては、総重量が８ｔ未満、それから最大積載量が５ｔ未満の自家用貨
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物自動車、それから車検証の車体形式がキャブオーバー、またはダン

プと、一般的なトラックという意味であります。それから、年間の走

行距離が１万ｋｍ以下であることということで、前回の車検を受けた

、 、ときから１年たって 今回その車検伸長をする申請をするときまでの

車検証に前回の車検時の走行距離というのが出ていますので、そこか

ら現在のものを引いて、１年間１万ｋｍであることを町のほうで確認

をすると。それから、十勝管内で使用している車両と、通常はそうい

うふうになりますけれども、それからナンバーは帯広ナンバーと、そ

ういった要件がございます。

それから、台数です。士幌町内におきましては、認定農業者が371

名というか、戸ございます。その方が持っている車両の台数というの

は、町のほうでは実は押さえられておりません。残念ながら押さえて

おりません。それから、十勝管内においては、認定農業者の数が5,56

6人というふうに聞いております。同じく車両の台数も１台以上は持

っているかというふうには想定されますけれども、具体的に何台とい

うのはデータとしては特区のほうの事務局をやっている帯広でも押さ

えていないというのが現状でございます。

以上です。

加納議長 再質問があれば許します。２番、飯島議員。

飯島議員 もう少しお聞かせください。

この申請を町にするわけですが、そのときにどのように手続がある

のか、またそれがもっと簡便な方法になるものか、ならないものか、

その辺についてもできればお答えいただきたいと思います。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 同じくお答えをいたします。

振興課長 町づくり懇談会等でもお話をしてきているわけでございますけれど

も、町に申請する際にはそのトラックの車検証、それから前回車検を

受けたときの点検整備記録簿、そして伸長の申請をしていただくとき

のトラックの走行距離のメモを持ってきていただいて、産業振興課の

ほうで確認をして認定証というのを発行するのですけれども、当日も

しくは翌日に発行させていただいていると。手続については、これが

必須要件なので、これ以上簡便な方法というのはできないというのが

現状でございます。

以上です。

加納議長 再質問があれば。２番、飯島議員。

飯島議員 わかりました。今の要件についてできればしっかり僕らもメモして

、 、 、おいて この後考えたいと思いますが 実際にこの車検の伸長制度で

まず車検を延ばすという話ではないわけですから、即車検の延長、１

年から２年にするのだよということではないわけです。とりあえず車

検を受けるような形だけはとるのですが、実際に車検をとるわけでは
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ありません。例えばどのぐらい安くなるのかなということもちゃんと

聞いておきたいのですが、この点はどうですか。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長、高木よりお答えをいたします。

振興課長 車検伸長制度におけるその費用の面のどのぐらい安くなるのかとい

うことについては、車検の検査手数料の1,800円が安くなるという形

でございます。

以上です。

加納議長 再質問、２番、飯島議員。

飯島議員 なかなか1,800円のためにということにはすごくいかないのかもし

れませんが、でもこれは車検が１年から２年になれば大変ある意味で

は経費的にも落ちるわけですから、やはり皆さんで受けれる形が一番

いいのかなというふうに思っているのですけれども、その受けるとい

うか、この車のこと、車検が結果的にはないのです。例えば自賠責や

何かよく言われているのは、例えば任意保険等は車検のない車では免

責等が大きくなってとかいう話があるのですが、車検の伸長という制

度というのは、車検があるのですか、ないのですか。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長、高木よりお答えをいたします。

振興課長 １年間車検の有効期間が延びた車検証が交付されるという形でござ

います。その車検を伸長する際には通常と同じ、車検時と同じ自賠責

保険に当然１年間加入しますし、重量税も支払うと。その費用も含め

て安くなるのが1,800円であるということでございます。その車検伸

長時に12カ月点検を当然するということになっているのですけれど

も、車検のときも実は12カ月点検というのはした上で車検のテスター

にのっけて検査をしているということでありますので、やっている内

容自体は、今回の車検伸長制度というのはやっていることは車検と実

は同じことをやって車両の確認をしていると、安全確認をしていると

いうのが実態でございます。

以上です。

加納議長 再質問、２番、飯島議員。

飯島議員 済みません、何かよく意味がわからないのですが、この車検の手続

のための印紙代等ですか、それが1,800円が安いということは、車検

証があるということでなくて、車検が何か一時的にとまっている状態

ではないのですか。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 車検の有効期間が１年延びた車検証が交付されるということです。

振興課長 以上です。

加納議長 飯島議員。
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飯島議員 とりあえず車検はあってないようなもののように聞こえて仕方がな

いのですが、印紙代を出していない以上は車検証に何年何月まで有効

となるというふうにはどうも思えなかったのですけれども、いずれに

してもそういう証明書がつけられるということで、車検があると同様

な扱いがされるというふうに理解をさせていただきたいというふうに

思います。

加納議長 暫時休憩いたします。

午後 ２時４９分 休憩

午後 ２時５１分 再開

加納議長 それでは、休憩を解き会議を再開します。

再質問ございますか。２番、飯島議員。

飯島議員 先ほど十勝管内で5,556名ほどの認定農業者がおられて、この方々

がお持ちの車は１台か２台はカウントされるだろうということを考え

ると、先ほど6,000台ほどのデータがそろえばということであれば、

皆さんで１年、２年頑張ればもしかしたら車検制度が１年が２年にな

る可能性もあるのではないかなという意味で、非常にある意味ではめ

どが立っているのではないかなというふうに思っているところであり

ますが、最後にこの事業ですか、例えば特区で最終的なことを考えた

ときに、１年の車検期間が２年になり、そのほかにも何か考え方があ

るわけではないのですか。例えば法定点検は６カ月ごとのやつもある

わけですから、それは省いてもいいとかいう話もあるのですか。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長の高木からお答えをいたします。

振興課長 車検のほかの現在も６カ月法定点検、あるいは２年車検の車両につ

いては12カ月点検というのもあるかと思うのですけれども、その部分

がどうなるかということについてはまだ明らかになっていないという

現状でございまして、やはりこの特区の中ではそこら辺も緩和をして

いただけるようにならないものかということで要望しているというふ

うにお聞きをしているところでございます。

以上です。

加納議長 再質問あれば。２番、飯島議員。

飯島議員 この車検が１年を２年にしようということでの話でありますので、

ぜひ多くの認定農業者の方々にはこの事業に参加していただいて、１

年から２年の車検にしようというふうになればいいなということを期

待したいというふうに思っておりますので、これを最後の質問にさせ

ていただきます。ありがとうございました。

加納議長 これで飯島勝議員の質問を終了いたします。

それでは、質問順位７番、森本真隆議員、除雪に対する今後の対応



- 85 -

について町長に質問をいたします。

森本議員 私からは、町長に除雪に対する今後の対応について質問をさせてい

ただきます。

本格的な冬を迎え、町内の除雪作業も本格化していきますが、現在

の除雪運行ルートについて町民の要望にどのように対応しているか、

また企業入札が減少傾向にある中、今後どのような対策をとっていく

のか、町長の所見を伺うものです。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、森本議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

まず、除雪車の運行路線に対して町民要望があった場合どのように

対応しているかという質問でありますけれども、平成26年度における

士幌町の除雪体制については、町有車両が貸与委託５台を含む７台で

あります。そのほか借り上げ車両が予備車７台を含む24台の計31台の

体制で実施するものでありますけれども、道路については町道総延長

590ｋｍのうち57％になる285路線340ｋｍを実施するものであります

し、さらに公共施設の49カ所を８事業者１個人で路線ごとに配置した

除雪機械により実施しているところであります。それから、除雪実施

、 、 、路線については それぞれの重要度に応じて１から２級路線 準幹線

その他路線に区分をして、バス路線、それから集乳路線、生活道路、

通学道路など地域の主要道路として構成される路線について除排雪を

実施しているところであります。

それから、要望として出されている多くは、非除雪区間の解除にか

かわるものでありますけれども、限られた車両数と時間内での作業と

なることから民家がない区間、あるいは路線変更による延長は全町的

な除雪車の増車につながることから、十分協議をしながらこれまで判

断をしてきたという経過であります。

それからまた、２点目の質問であります契約の方法についてであり

ますけれども、実施できる除雪事業者が限定されることから、除雪に

ついては随意契約としているところでありますけれども、維持管理費

の増嵩やオペレーター不足とあわせ、降雪状況ということで暖冬があ

ったり、少雪、雪が少なかったりということの変化がある中で除雪事

業者の負担も大きくなる中、除雪事業者の確保が難しくなるという、

そういう状況にあるところでありますし、今年度から市街地における

最低補償時間と支払い方法について見直しを図ったところでありま

す。

それから、冬期間の道路交通の確保は、通学、通勤、救急、防災な

どの住民生活の安全確保、さらには産業経済の円滑な活動を支えるた

め極めて重要な問題でありますので、除雪事業者や関係者との協議を

十分行いながら、今後とも安定的、継続的な除雪体制の確保に向けて
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努力をしてまいりたいというふうに認識をしているところでありま

す。

以上、森本議員に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。３番、森本議員。

、 。森本議員 それでは 町民要望に対する点について再質問させていただきます

ここでは要望の多く、大半を占める要望である非除雪区間の解除に

ついての回答がありましたが、その他と言われる少数の要望も含めた

協議のプロセス、要望した町民の方たちにとってはどのような作業が

行われ、どのような協議が行われたのか、その結果どういう判断が下

、 、されたのか この点については非常に興味がある点だと思いますので

まずこの十分な協議の中のどのような作業が行われているかお聞かせ

いただきたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 具体的な協議の内容等については、車両センター長のほうからお答

えをさせていただきたいと思います。

加納議長 車両センター長。

佐 藤 建設課道路維持担当課長、佐藤よりお答えさせていただきます。

道路維持 今森本議員の質問にあったとおり、非除雪路線の解除ということな

担当課長 のですけれども、当然この解除部分については建設課内部で検討を経

て、理事者レベルの協議ということになるのですけれども、その過程

で具体的には町長の回答にもありましたとおり民家があることによっ

てそこが生活道路の一部になっているということがまず１つありま

す。特に士幌町の場合南北線というのが吹雪で吹きだまるという、そ

ういった傾向がありますので、吹雪によって通行障害が起きやすい道

路に対して風雪の影響の少ない東西の線を補完的に使用できるような

道路がある場合、あとそのほかに風雪の影響が少ない路線に変更をす

る場合、または全体の路線延長に伴わない路線変更といった形で、大

体この指標をめどにして非除雪路線の解除する、しないというのを段

階づけて実施しているというのが現状でございます。

あと、その他の要望ということだったのですけれども、区間解除以

外の要望ということでよろしいですね。これについては、特に市街地

なのですけれども、もう少し早く除雪してもらえないのかというのが

まず１点あります。雪の量にもよるのですけれども、出動時間を最大

早朝の３時半まで繰り上げて実施する場合もあるのですけれども、こ

れ以上になると今度うるさくて寝ていられないとかそういった苦情が

来ますので、３時半から大体４時半ぐらいの出動時間を雪の量に応じ

て決めているという、そういった現状にあるのですけれども、新たに

団地造成がされたりだとか、公共施設の駐車場だとかそういったもの

が併設されてきただとか、そういった面でなかなか除雪事業者がそこ

に参入してくれる事業者がいなくて、この間ちょっと時間がかかって
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いたという経過もあるのですけれども、昨年より１社参入していただ

いた事業者がありますので、その部分については改善できたかなとは

現在思ってはいます。

あとそれと、郊外についてなのですけれども、やはり吹きだまり除

雪、暴風雪が強いときにどうしてもその除去ということで要望が出さ

れます。

それと、最近ちょっと多くなってきているのですけれども、時間指

定の除雪が要望的に多くなってきています。というのは、例えば朝一

番の飛行機に乗りたいのだと、そういったことで何時までに私のとこ

ろ除雪してくれという要望もあったりして、そういった要望がちょっ

と多くなってきているのが現状でございます。

以上です。

加納議長 再質問があれば許します。森本議員。

森本議員 それぞれの要望に対して丁寧な対応といいますか、回答も恐らくさ

れているものだと推定いたしますし、最大３時半まで時間を繰り上げ

ての除雪ということで、除雪従事者に皆様には心から苦労いただいて

いることに感謝をさせていただきたいと思います。

先日私の住んでいる地区で町づくり懇談会が実施されまして、そこ

でも除雪路線の変更について要望がございました。そのときに町長の

回答にもこっちの路線をやめて、新たな路線をやってほしいという要

望になら対応できるよという回答がございました。要望に全て応えて

総延長を延ばしていくということは、町財政を圧迫することになろう

かと思いますので、基本的には１路線を廃止して１路線を新たに設置

するといったような方法がよろしいとは思うのですけれども、ここで

参考に、積雪の量によってその年、その年で除雪費が変わってこよう

かと思いますが、数年の平均値等がもしあれば教えていただきたいと

思いますし、除雪延長距離の推移とあわせて教えていただきたいと思

います。

加納議長 道路維持担当課長。

佐 藤 道路維持担当課長、佐藤よりお答えさせていただきます。

道路維持 除雪延長の推移ということなのですけれども、手持ちの資料で過去

担当課長 10年間の推移がありますので、これについて述べさせていただきたい

と思います。距離については、町長の回答にもあったとおり、現在除

雪をしている距離が340ｋｍと。この10年間の推移として、降雪量だ

とかそういったこともありますけれども、平均データ、累積降雪量、

降り積もっていった量なのですけれども、平成16年から大体129ｃｍ

なります。借り上げ料が2,470万円、委託料が81万8,000円、直営車の

経費が1,208万3,000円、このぐらいの経費がかかっているという状況

でございます。

以上です。
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加納議長 再質問があれば許します。３番、森本議員。

森本議員 今お答えいただいた平均値をもって、例えば路線変更の要望があっ

て１ｋｍ新たな路線を除雪することになった場合どの程度の費用増に

なっていくのか、データがあれば教えていただきたいと思います。

加納議長 道路維持担当課長。

佐 藤 お答えさせていただきます。

道路維持 大体１ｋｍ11万円強ぐらいです。これについては、駐車場とかそう

担当課長 いったところも全部含まれた数字になりますので、それを含んだ中で

の道路延長１ｋｍに対して約11万円ということでご理解をいただきた

いと思います。

１ｋｍといっても往復の距離だとか路面整正の距離だとかというも

のも加味されますので、ちょっと現実的に高いのかなとは思うのです

けれども、そういった往復、路面整正、排雪等も含まれているという

ことでご理解いただきたいと思います。

以上です。

加納議長 再質問あれば許します。３番、森本議員。

森本議員 今までさまざまなデータ教えていただいたわけですけれども、現在

寄せられている要望というのは、個人、または団体等から単独で、同

時期ではなく寄せられるものであると思うのですけれども、ここで全

町一斉に各地区等の要望の取りまとめというのを実施してはいかがか

なと思うのです。そこには私も先ほど同じ意見だと申し上げました基

本的に総延長をできるだけ変えない変更、現在除雪している区間を変

更して、そこを削除して新たな路線を設定するといったような要望、

個人の要望もあると思いますし、公民館単位での要望もあると思いま

す。さらには、要望根拠によっては代替路線でなくても要望をかなえ

るべき案件も出てこようかと思います。さらには、現在除雪している

区間、単純に除雪しなくてもいいのではないかという意見ももしかし

たら出てくるかもしれません。それを一度全町的に要望をとることに

よって全町的な調整をしていける、運行プランを改めて立てることが

できると思うのですけれども、それらの要望調査について町長どうお

考えになりますか。

加納議長 町長。

小林町長 除雪の実際の実施の内容については、今道路維持課長からお答えを

したとおりでありますけれども、今の区間にして行っているところで

ありますけれども、その後状況の変化としては、１つは今全地区で取

り組んでいただいている農地・水・環境保全向上対策事業で事業のメ

ニューとしてあったのでありますけれども、現在は国の指導で対象事

業にしないということがあったのと、それからもう一つは先ほど最初

の答弁で答えたとおりで、除雪業者のオペレーターが少なくなってい

るということで確保がなかなか難しいというようなそんな状況にある
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ところで、今の路線等総体的な除雪ｋｍ数は基本的には今の形で維持

せざるを得ないということでありますけれども、ただ道路の廃止だと

かいろんな状況で地区内と協議をする中で路線を変えてくれという話

、 、については地元と 懇談会でもお答えしたところでありますけれども

それについては協議をできるものについてはしていきたいなというふ

うに思っているところであります。ただ、総体については、なかなか

これ以上ふやすのはむしろ難しいのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。

加納議長 再質問があれば。３番、森本議員。

森本議員 今質問をさせていただきました町内一斉に調査をして、全町的に調

整ということについてはいかがでしょうか。

加納議長 町長。

小林町長 来年度以降いろんな地域の実態を少し聞かせていただいて、総量と

しては変えないのですけれども、もう少し路線だとか先ほど課長が言

った時間の問題等については、全体的に地域の、公民館等々から意見

だとか実態を少し聞かせていただいて、対応についてはそれぞれ個別

に各地域と協議をさせていただくよう進めたいと思います。

加納議長 再質問あれば。３番、森本議員。

森本議員 町民の要望に対してぜひ適切な取り進めをお願いしたいと思いま

す。

次に、２つ目の質問に関してでありますが、除雪事業者の確保が難

しくなる傾向にある、今町長もおっしゃいましたが、どのように除雪

業者の数推移してきているのか。具体的に困難、難しくなる傾向とい

う点、要因についてはどんなものがあるのか。上には維持管理費の増

嵩やオペレーター不足ということで書かれておりますが、現状、それ

から来期の見通し等がわかればお答えいただきたいと思います。

加納議長 道路維持担当課長。

佐 藤 道路維持担当課長、佐藤よりお答えをさせていただきます。

道路維持 町長の回答にもあったとおり、近年の暖冬、少雪ということで、稼

担当課長 働時間に応じた支払いになっているということもありまして、除雪機

械の維持管理について特に経費がかかってくる。なかなかそれが売り

上げとして上がってこないと、そういったことと、今町長言われたと

おりオペレーターが最近非常に不足している。特に運輸関係、運転者

の方が不足しているということもお聞きしていますけれども、やはり

実態的にそれがもう出てきているという状況にあります。

、 、それと 特に市街地を担当する除雪事業者の方々なのですけれども

どうしても郊外に比べて降雪、降っただけの雪の除雪という形になる

ものですから、降雪がなければ稼働がないと、売り上げにつながって

いかない。しかしながら、郊外については若干風雪等で吹きだまりの

除雪がありますので、出る機会は市街地より多いということで、特に
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市街地の除雪事業者の方々からは現実に１社今年度いっぱいで撤退さ

せていただきたいという話も実際は受けております。新たに参入して

くれるところがどこかあればいいのですけれども、なかなかそういっ

たところも今現実ないという状況にあります。これうちだけの問題で

はなくて、全体的、管内、特に都市部も含めて、帯広市含めてそうい

った傾向にあるという状況にあるようです。今年は何とかなったので

すけれども、来年は１社そういった形でちょっと通告受けているよう

な状況もありますので、それに向けて何とかまた来年は確保していき

たいと、そういった状況に現状今なっております。

以上です。

加納議長 それでは、ここで一旦休憩させていただきたいと思います。

午後 ３時１８分 休憩

午後 ３時３０分 再開

加納議長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。

再質問があれば許します。３番、森本議員。

森本議員 先ほどのお答えの中で、撤退を申し入れている除雪業者さんもいら

っしゃるという内容でありました。このまま来年もし除雪事業者さん

が１社撤退することになると、町内全体の除雪力の低下が確定するこ

とになります。除雪力を確保するためにも新たな方策が必要かと思い

ますが、改めて建設協会への要請、これは行っていくべきだと考えま

す。もう一つ、これは早期に判断が必要なことかと思いますが、町が

保有する最低限の除雪力の確保、この考え方について町長どう考える

かお聞きしたいと思いますが、町保有の車両の増車、これも視野に入

れていかなければいけない、しかもその判断は早急にしなければいけ

ない事項だと思います。町財政厳しい状況ではありますが、その点に

ついてどうお考えになるか町長の考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

加納議長 町長、答弁求めます。

小林町長 建設協会を初め地元の建設業者の方に何とかやっていただく方向で

協議をしていきたいのですけれども、そのために例えば今年一部改定

をしたのでありますけれども、例えば補償時間の調整だとか、あるい

は経費の委託料等々もあるのですけれども、そういう条件をどう調整

していくかということもあるのだと思いますけれども、もう一つは今

個人の方で１人やっていただいているのですけれども、そういう形で

地域でやれないのかということもあるのでありますけれども、最終的

には今程度の除雪力の保持は必要だということでありますから、言わ

れたようにどうしてもなければという、町としてどうするかというこ

とも考えていかなければならないということでありますけれども、い
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ずれにしても早期に除雪体制を維持できるような方向については十分

留意をしていきたいと思います。

加納議長 再質問があれば。３番、森本議員。

森本議員 要請活動、それから町保有の車両の増車についても早急に検討する

ということでお答えをいただきました。恐らくここ１、２年の判断が

必要、もしくはそれよりももっと早く、待ったなしの状態であると思

いますので、今後も町民の冬の安全の確保、道路の確保、それからオ

ペレーターの育成も含めて町民の安全を守るために真剣に検討をして

いただくことをお願いして、質問を終わらせていただきます。

加納議長 以上で森本真隆議員の質問を終了いたします。

質問順位８番、服部悦朗議員、２つの質問がございます。まず最初

に、農家戸数、農家人口の減少についてを町長に質問いたします。

服部議員 それでは、大変皆さんお疲れだと思いますので、短く終わらせたい

と思います。

少子高齢化が進む中、将来の町の姿が描きづらくなっています。活

力のある町、豊かな町を目指して５期目の町政を担われるに当たって

次の点についてお考えを伺いたいと思います。

本町の基幹産業である農業について、農家戸数、農家人口の減少は

農業から見ても、また行政サイドから見ても大きな問題であり、現状

を踏まえての将来の推計とその対応をお伺いしたいと思います。

加納議長 答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、服部議員の１問目の質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

典型的な純農村である本町は、基幹産業である農業が地域経済、社

会を支えている町でありますけれども、農家戸数につきましては昭和

30年の1,013戸をピークに減少し、過疎化も急速に進行してきたとこ

ろであります。離農跡地の取得などについては、交換分合を中心とす

る農地集積の推進によって生産基盤が拡大され、個々の農業経営が安

定しながら推移をしてきたところであります。

しかし、近年経営規模の拡大に伴い、農業機械の大型化が進んだ一

方で、担い手の減少や高齢化の進行などにより農家戸数は減少傾向で

あり、農林業センサスでは平成２年に517戸、平成７年496戸、平成12

年には449戸、平成17年には414戸で、平成22年394戸と20年間で大体1

23戸が減少となっているものであり、率にすると23.8％が減少となっ

ているものです。また、農業就業人口は、平成２年には1,577人、平

成７年には1,472人、平成12年には1,397人、平成17年には1,338人、

平成22年には1,263人と、これについても20年間で314人、19.9％の減

少となっているところであります。

次に、農家戸数の将来推計についてでありますが、北海道立総合研

究機構、中央農業試験場が農林業センサスをもとに北海道農業、農村
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の動向予測を行ったところ、本町においては平成22年の394戸から10

年後の平成32年には334戸、15年後の平成37年には305戸まで減少する

というふうに予測をしているところであります。また、本町の認定農

業者の経営改善計画をもとに経営主が60歳以上の農家は79戸あるわけ

でありますけれども、そのうち将来担い手となる構成員がいない農家

、 。については32戸で その構成員は70人となっているところであります

なお、農家人口に対しての公的機関がまとめた推計は今のところな

いところであります。

次に、これらの将来推計を踏まえての対策についてでありますけれ

ども、１つ目は将来にわたって農業を継続できる農業所得を確保する

ため現在国による経営所得安定対策が講じられているところでありま

すが、制度の継続と拡充を要望することはもとより食料自給率をしっ

かり示しながらの農業政策の組み立て、それとそれぞれの地域に適し

た対策とすべく適地適策の展開を国に強く主張してまいりたいと存じ

ます。

、 、２つ目は 士幌の農業を支える多様な人づくりでありますけれども

地域農業の担い手育成、確保は最重要課題であり、国の青年就農給付

金制度の活用や士幌町独自の農業担い手育成育英事業、新規就農者農

地確保円滑化支援事業による後継者、新規就農者対策、士幌町担い手

支援協議会による花嫁対策を引き続き実施してまいる予定でありま

す。また、酪農、畜産では研修生、従業員が不足する現状にあります

ので、特に農業労働者の確保に努めてまいりたいと存じます。

３つ目は、農業経営の複数法人化と経営形態の見直しについてであ

ります。士幌町農業振興対策本部において関係機関と十分議論を行わ

なければなりませんが、効率的かつ安定的な経営体の育成、確保を図

るための一つの選択肢として、他産業との連携や雇用の通年化など新

しいモデルを調査研究してまいりたいと存じます。

４つ目は、士幌の基幹産業はあくまでも農業でありますが、今後の

推進に当たっては、新しいニーズとしてブランド化や地産地消が進む

中で食の創造や発信など農業、農村の多面的機能を生かした士幌型農

業プラスアルファの展開が必要であると認識をしているところであり

ます。

以上の４項目を視点に農協を初め関係機関、団体との議論を重ねな

がら農業の振興を図ってまいりたいと存じますので、ご理解を賜りま

すようお願い申し上げます。

以上、服部議員の質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。７番、服部議員。

服部議員 ＴＰＰの動向を注視しているわけですし、その内容によっては厳し

い状況になるのではないかというふうに言われていますけれども、農

家の減少は、今までの農家の減少というのは生産基盤の拡大とか農業
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経営の安定につながっていったということがありますけれども、少な

くても減少はとまっていませんし、この減り方は農業の基盤はもとよ

り行政、自治体の基盤も揺るがしかねないものであります。改めて今

のこの現況をどう思われるかお伺いいたします。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 特に今申し上げましたとおりＴＰＰが大きな山場を迎えるというこ

とでありますと、いずれにしても５品目が守られないということにな

ると本町の農業には大きな影響を与えるわけでありまして、特に農業

の加工産業が発展している本町においては、農業だけでなくて地域の

産業経済にも大きな影響を与えるものという認識をしているところで

あります。

加納議長 再質問あれば。７番、服部議員。

服部議員 お答えの中で、農家人口に関しての推計なのですが、公的な機関が

まとめたものがないというお話だったのですが、行政上の計画を作成

するときなどのデータは必要だと思うのですが、将来を推計するとき

に統計上の数値のほかにデータというか、そういうのは必ず必要にな

ってくると思うのですが、一定地域の単位でそういった数値をつかむ

必要があると思うのですが、今までもこういった地域の細かな実情を

加味した推計というか、数字というのは持っていなかったのですか。

加納議長 産業振興課長。

高木産業 産業振興課長の高木よりお答えをいたします。

振興課長 農家人口等に関する数値ということなのでございますけれども、町

のほうでは国の制度の中で人・農地プランというのがございます。こ

の人・農地プランというのは、持続可能な力強い農業を実現するため

の人と農地の未来の設計図として策定をするものというふうに定めら

れてございまして、本町におきましては認定農業者の経営改善計画を

もとにつくっているわけでありますけれども、農家ごとに構成員、そ

れから現状の経営規模、それから５年後の平成30年になるのですけれ

ども、目標の経営規模を定めておりまして、地域の中心となる経営体

というものを計画の中で位置づけているものでございます。

この人・農地プランというのは、これを定めて農家をそこの中に位

置づけておかないと、スーパーＬ資金の当初５年間の無利子制度とい

うのがあるのですけれども、これが受けられない。あるいは、経営体

育成支援事業の補助の活用ができないというようなことがございます

ので、本町におきましては全農家375戸でございますけれども、これ

を全て中心となる経営体としてこの計画の中に位置づけをして策定を

しているものでございまして、その中に経営主の年齢であるとか、あ

と構成員の数等々を位置づけておりますので、それらをもとに先ほど

の町長の答弁にありました60歳以上の経営主が79戸あるだとか、将来

担い手となる構成員がいない農家が32戸あると、その構成員は70人に
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上るというものを調査したものでございます。

以上であります。

加納議長 再質問あれば。７番、服部議員。

服部議員 今人・農地プランのお話をされて、その中にそういったデータがあ

るというお話です。先ほど午前中にあった大西議員の人口の話の中に

もありましたように、これから推計していくためには人口の構成の内

訳だとか各年齢層がどうなっているかとか一定の地域、ある程度の範

囲の中でのそういった地域の細かな実情というのを数値でつかんでい

なければだめだなというふうに思っていますので、今言われたプラン

を利用したというか、使った中でのそういったこれからのデータを集

めておいていただきたいなというふうには思っております。

それから、お答えの中にもありましたけれども、第５期の町づくり

総合計画の施策の中に多様な新規参入者の人材育成、確保、また生産

法人の育成等が述べられていますけれども、平成18年から27年のこれ

は計画ですけれども、計画を９年ほど経過した現在これをどういうふ

うに評価されているのかお聞きをしたいと思います。

加納議長 町長、答弁願います。

小林町長 産業担い手の育成としての取り組みについては、先ほど申し上げた

とおり、それぞれ研修に出すとか、あるいは国の制度にのって給付金

を出すとかという取り組みをしているところでありますけれども、よ

り農業情勢が多様な中では新たな担い手対策を進めていく必要がある

のだろうというふうに認識しているところでありまして、今農協を初

、 。め関係機関と連携しながら しっかり取り組んでいきたいと思います

加納議長 再質問、７番、服部議員。

服部議員 先ほどの答弁の中にもありましたように、さまざまな対応の中でこ

れから取り組んでいただくということは理解したのですが、大西議員

も言われていた中に、私も個々の事情で農業を離れることをとめると

いうことはなかなか難しいというか、その状況によってなのですが、

難しいことは承知しているのですが、農業経営の持続を考えたときに

やはり未婚の方がいるということも大きな問題であるというふうに私

も考えております。農業委員会で農業担い手支援として交流会等も取

り組まれているのですが、これは私も経験があるのですが、極めてデ

リケートなことでありますけれども、先ほどもお答えになっています

が、改めてもう一度これをどう取り組んでいくのかお答えをいただき

たいと思います。

加納議長 町長、答弁を求めます。

小林町長 担い手の花嫁対策というのは、農業委員会の事業として取り組んで

きたのでありますけれども、今後は、先ほどもお答えしたところであ

りますけれども、農業委員会ではなくてもう少し例えば農協、さらに

は地域の青年団体等も含めて、幅広い形でいろんなことを取り組んで
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いかなければならないなということで、農業だけではなくてほかの産

業もそうなのでありますけれども、ぜひ農業についてはパートナーを

得るということは極めて重要なことでありますから、今後ともいろん

な角度からいろんな取り組みをしていきたいなと思っています。

加納議長 ７番、服部議員。

服部議員 これだけで全てが解決する問題ではないと思いますが、しかし少な

くても経営をやっている以上パートナーがやっぱり必要であろう、維

、 。持していくためには これから継続していくためには必要であろうと

かなりの数の方がそういった状況にあるわけですので、ぜひ取り組ん

でいただきたいと思いますし、他町村でもあるような研修施設等を入

れて、そういった希望している人に来ていただいて、この地域を知っ

ていただいて、その中で出会いというのがきっかけになればと、また

、 、新規就農にでもつながればというような 簡単なことではないですし

必ず結果が出るとは思いませんし、時間のかかることかもしれません

が、やはりそういった希望の人があることも事実ですので、ぜひその

辺も検討していただいて、そういった研修施設等の設置等も考えてい

ただきたいなというふうに思います。そのことについてひとつお願い

いたします。

加納議長 町長。

小林町長 本町も多くの農業実習生だとかを入れながら営農しているのですけ

れども、今後例えば後継者もそうなのでありますけれども、酪農であ

ればヘルパー等々農業の担い手を育成していくということであります

けれども、ただ、今のように募集をしていくだけということでは今後

将来考えたら難しいのかということでありますから、これは農協等と

も十分協議しなければならないのでありますけれども、少しモデル農

場のようなものをつくって、そこで担い手を育成をしていくというよ

うなことも考えていかなければならないのかなという認識をしている

ところでありますけれども、これについては町だけでなくて農協もか

かわることですから、農協の組合長とも十分協議をして、そういう取

り組みも目指していきたいなというふうに思います。

加納議長 再質問があれば。７番、服部議員。

服部議員 基幹産業である農業は、地域の経済を支えていますので、この町の

将来像、そして目指すところの高い目標に向かって行政というか、町

長、それから農協であれば組合長、商工業であれば商工会長、農業委

員会長等もトップが同じ思いを共有して、常に話し合う姿勢が極めて

大事だなというふうに思っていますので、そのリーダーとなって町長

が取り進めていただきたいなというふうに思います。お願いをして、

この質問を終わります。

加納議長 それでは、引き続きまして高齢者対策について町長に質問を行いま

す。服部議員。
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服部議員 それでは、２問目、本町は施設型介護を中心に取り組んでいるが、

国は在宅介護に向け介護報酬の改定を予定しています。本町の高齢化

人口をどう捉えて、高齢者の介護対策をどう講じようとしているのか

お伺いいたします。

加納議長 それでは、答弁を求めます。町長、登壇願います。

小林町長 それでは、服部議員の２問目の質問にお答えをさせていただきたい

と思います。

国においては、平成27年度の介護保険制度の見直しの中で、団塊の

世代が後期高齢者となる2025年に向けて医療、介護、予防、住まい、

生活支援の５つのサービスを一体的に提供していく地域包括ケアシス

テムの実現に必要な取り組みをより一層発展させていく必要があり、

この流れに沿った介護報酬改定が行われようとしているところであり

ます。また、在宅医療だとか介護連携の推進等の新しい地域支援事業

の総合事業に積極的に取り組み、保険者である市町村が主体となった

地域づくり、まちづくりを本格的に進めるための計画が必要であると

されているところであります。

本町においては、現在第６期の介護保険事業計画の策定を進めてい

るところでありますが、本町の高齢化人口については介護保険制度開

始時の平成12年と平成26年を比べると、高齢者人口は1,547人から1,8

31人へ、高齢化率については22％から28.6％と大きく増加していると

ころであります。さらに、団塊の世代が後期高齢者になる平成37年に

は高齢者人口のピークを迎え、高齢化率は36.4％と人口の３割以上が

高齢者となる社会が到来するものと推測をしているところでありま

す。

第５期の介護保険事業計画においては、高齢者に優しい環境づくり

として見守りつき高齢者向け公営住宅の建設や介護サービスの充実と

して小規模多機能型居宅介護の開設など、在宅介護へとシフトするサ

ービスの体制を進めてまいりました。なお、平成26年度中に実施しま

した第６期介護保険事業計画策定に向けた一般高齢者のアンケート調

査では、自宅での介護サービス利用の意向が約４割という結果になっ

ているところであります。

今後の高齢者対策でありますが、介護保険制度における具体的な対

応として、地域包括ケアシステムの構築に向けて在宅医療、介護連携

の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスなど予防給付の見直し

と地域支援事業の充実や地域ケア会議の充実の取り組みが必要と考え

ているところであります。また、高齢者ができる限り住みなれた地域

で生活できるように高齢者の社会参加や支え合う体制づくり、介護予

防などを関係する機関、団体と連携しながら推進してまいりたいと存

じます。

以上、服部議員の質問に対する答弁とさせていただきます。



- 97 -

加納議長 再質問があれば許します。７番、服部議員。

服部議員 さらに今後高齢者の人口が増加するという中、見直しが決まった新

たな制度が負担増、また給付縮小の厳しい内容になっていると思いま

す。今第６期の介護保険事業計画の策定中ということなのですが、ち

、 、ょっと中身について質問をしたいのですが 問題がなければというか

わかる範囲内でよろしいので、お願いをしたいと思いますが、サービ

スのうち要支援向けの訪問介護とデイサービスが市町村の事業に移さ

れるということになっているのですが、市町村になると何が変わるの

か教えていただきたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 それでは、この件については保健福祉課長のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。

加納議長 保健福祉課長。

大森保健 保健福祉課長、大森より回答させていただきます。

福祉課長 要支援１、２の方の通所介護、予防の通所介護と予防のヘルパー、

訪問介護でございますが、今までですと介護保険の予防給付の中に入

っていた制度が町の地域支援事業のほうに変わっていくということ

で、予算の財源も変わってきます。

そしてまた、体制ですが、今まで要支援１、２の方は、介護認定か

ら要支援１、２というふうな判定をしていた方もいらっしゃったと思

うのですが、その中でヘルパーだけではなくて、短期入所を使う方と

か、あと福祉用具貸与とかほかのサービス事業は予防給付のまま使え

るということになりますので、そのデイサービスとかヘルパーについ

てだけ地域支援事業に、ほかの高齢者の介護予防事業と一緒になると

いうことになりますので、そこが必ずしも介護認定を通らなくても例

えば地域包括支援センターの窓口の相談によってその方たちをチェッ

クリストによって要支援の地域支援事業の総合事業に持っていくとい

うこともできるわけです。そこが大きく変わる点だと思います。

ただし、介護保険制度の改正は、平成27年４月から取り組める町村

から取り組んでくださいということですが、27年４月から取り組める

というのはなかなか難しいのです。まだほかの事業所ができたり、そ

れに向けての準備をしなくてはいけないので、29年４月までにはどこ

もその地域支援事業に持っていってくださいというような国の動きで

ございます。それに向けて計画づくりを今の士幌町としてどのように

その制度を持っていくか第６期の中で計画策定をしていく準備中とい

うことでございます。

以上でございます。

加納議長 再質問あれば。７番、服部議員。

服部議員 基本的には従来のサービスとサービスが変わるということではない

ですよね。サービスを受けるあれからすれば、サービスを受けられな
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くなるとかそうではなく、従来どおりのということでとっていいです

か。

加納議長 保健福祉課長。

大森保健 済みません、説明が不十分で申しわけございません。今のデイサー

福祉課長 ビスの内容とかヘルパーの訪問介護の今までやっていた内容と全て同

じかというと、そうではありません。その中で、組み立て方なのです

が、例えばヘルパーでありますと訪問介護事業所の専門職の方が訪問

介護をするということが今後もっと軽いサービスであれば、例えばご

み出しを手伝いますとか、お買い物を手伝いますというような形で生

活支援だけのサービスという方も要支援１の方だといらっしゃるので

す。その辺の部分がどのように構築するかということで、国はボラン

ティアを投入していこうとか、地域の住民を捉えていってくださいよ

うなサービスに変わっていく可能性がございます。

それと、もう一つ、デイサービスももちろん今のデイサービス並み

のところに通う方がいい方もいれば、社会福祉協議会とか各団体と今

協議中なのでございますが、例えばサロンとかふまねっととかいろい

ろなことを社会福祉協議会で事業を展開していっております。その中

の介護予防事業に入れていく方もその中に含まれるということも考え

られます。そのところが大きく変わっていくところだと考えておりま

す。

加納議長 再質問あれば。７番、服部議員。

服部議員 制度的なことなものですから、細かいことになると正直言いまして

私のほうも聞いているうちにだんだんわからなくなってしまうような

、 、状態になってしまうのですが あと例えば今度は特養施設に入ろうと

そういったものを使おうとすれば要介護３以上かな、そうですね。そ

うすると、今まで入れた人が待機者というか、入れないから、そうす

ると在宅介護とかというふうになるのでしょうけれども、実際にはや

はり介護の負担というのは家族の人たちとかに大変大きくなります。

そういった意味ではストレスとかいろんな問題も出ているのですが、

この点をどういうふうにフォローされるかお聞かせいただきたいと思

います。

加納議長 町長。

小林町長 特老等については、介護度が３以上ということで移行するというこ

となのでありますけれども、実態として本町の場合でいくと、国の従

前から重い方からという、そういう何年か前から指導もありまして、

必ずしもゼロというわけではないのですけれども、４、５ということ

が今多いということと、家庭の事情があれば３ということですから、

これは漏れる方の対応ということも考えていかなければならないので

、 、すけれども 実態としてはここの部分は余り大きく変わらないのかな
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実態からすれば変わらないのかなというふうに認識をしているところ

であります。

加納議長 再質問、７番、服部議員。

服部議員 今の続きになるのですが、待機者がふえるというようなこととは、

やっぱりそういうふうになりますか。待機数がふえるということには

なりますか。

加納議長 町長。

小林町長 今の制度でいけば実態の入所としてはそうですけれども、介護認定

を受ければ今は申請できるということだから、逆に３以上ということ

になれば理論的にいけば少し待機者は減るのかなということで考えて

いるのですけれども。

加納議長 ７番、服部議員。

服部議員 それでは、その施設のほうについてお聞きしたいのですが、利用者

の立場に立った十分な介護を望むとすれば、働いている職員の方々の

労働環境を配慮して、安心して働ける場所にすることがまず最初だと

思うのです。職員の数だとか待遇だとかということが言われるのです

が、介護職員の処遇の改善についてはどのようにお考えなのかお聞か

せいただきたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 病院の看護師もそうなのですけれども、特老についても介護する人

数は一定の基準で基準以上は確保しなければならないという、そうい

う面では数としても確保しているということとあわせて、もう一つは

待遇についてですけれども、保育所もそうなのですけれども、準職員

という部分があるわけですが、全体的な財政のことでなかなかこれは

全職員を本採用にするというのは難しい状況もあるのでありますけれ

ども、今はそれぞれ準職員についてもいろんな休暇の取得なんかも含

めてなのですけれども、正職員に大体近い形で措置をしているのであ

りますけれども、なかなか一遍に全体を正職員にできないのでありま

すけれども、処遇についてはそういう中で組合とも協議しながら改善

策を進めてきているところで、今後ともそういう取り組みをしていき

たいというふうに思います。

加納議長 ７番、服部議員。

服部議員 先ほど言いましたように本当に十分な介護を受けようと思えば、働

いている人たちの労働環境というのが極めて大事になってきますの

で、そこは十分に配慮していただきたいなというふうに思っておりま

す。あわせてその介護していただける職員の人たちのスキルアップの

ために研修制度のようなものは現在行われているのか、考えられてい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

加納議長 町長。

小林町長 これについては、現場の特老施設長のほうからお答えをさせていた
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だきたいと。

加納議長 施設長。

金森特老 特別養護老人ホーム施設長、金森からお答えいたします。

施 設 長 介護職員の研修等につきましては、十勝の振興局からも指導があり

まして、例えば虐待に関する研修だとか、介護実習に関する研修だと

か、そういったもろもろの研修には参加するように指導しているとこ

ろでございます。

以上で説明を終わります。

加納議長 ７番、服部議員。

服部議員 そういった研修制度のほかにも、ほかの施設との交流みたいなもの

もまたそういったスキルアップには大事ではないかなと思いますの

で、検討していただきたいなというふうに思います。

それで次、介護予防をどう進めるかというのがこれから地域の創意

工夫が求められるような状況だと思うのです。そこで、前も申し上げ

たというか、一般質問で取り上げたのですが、ふれあいいきいきサロ

ン、町内で今13カ所、保健センターでも行っておりますので、25年度

の数字ですけれども、これは積み上げた数字なので、あれですけれど

も、利用者数が3,315人、月に直すと、これは回数とか、それから月

数とかで割っていくと一月に270人ほど利用しているというような計

算になるのですが、このふれあいいきいきサロンどのような役割を果

、 。たしているのか まずそのお考えをお聞かせいただきたいと思います

加納議長 センター長。

山中保健 保健医療福祉センター長、山中より今の服部議員さんの質問にお答

医療福祉 えをさせていただきたいと思います。

センター長 どのような役割を果たしているかということでございますけれど

も、ふれあいいきいきサロン、社会福祉協議会が中心になって各ボラ

ンティアの皆さんを中心にいろいろやっていただいております。その

中で、閉じこもりの予防ですとか地域に参加する役割ですとか、利用

者も、それから対処してくれる方も含めていろんな意味での役割とい

うのが果たされている現状にあるかなと思いますし、それに向けてま

たいろんな運動、先ほど言いましたふまねっとですとか、そういった

ものも含めてサロン、高齢者の皆さんが集まる場所であったり、活動

する場所であったり、そういったもろもろの役割は果たさせていただ

いているのかなというふうに思っております。

加納議長 ７番、服部議員。

服部議員 全町的に網羅されて、これだけ開催されているわけですし、3,000

人を超す利用者で、これはボランティアの人、それぞれの地域のボラ

ンティアの人たちを頼りにやっているのですが、やはり元気な人たち

がこうやって元気に過ごすことができるような場所というのが極めて

大事、先ほど言いましたように介護予防の面から見ても大事だという
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ふうに考えますので、実際に参加されているというか、ボランティア

の人たちもそうですが、やはり継続していくとマンネリになったりと

かという問題が出てきます。ボランティアの人たちに負担もかかって

きている状況にあります。

そこで、せっかくここまで広がったサロンを維持していくため、そ

のための継続のための支援をぜひ町のほうから、今社会福祉協議会で

はやっていますけれども、社会福祉協議会も限られた職員の中で対応

しているわけですから、前もお願いしたのですが、お話ししたのです

が、保健師さん、それからこういった企画等のアドバイスができる職

員の配置などをやって、財政面からもそうですが、人材の面で、サロ

、 、ンのメニューというか そういったものもいろいろ検討できるような

そういった支援をぜひしていただいて、このせっかく広がったサロン

をできるだけ継続できるような方策をとっていただければなというふ

うに思っていますけれども、それをお願いをして、お答えをお聞かせ

いただいて、この質問の最後にします。

加納議長 町長。

小林町長 今服部議員からおっしゃったとおり、例えばふれあいサロンである

とか、今新たに始まる見守りネットワークもそうでありますし、さら

にはふまねっと等でも社会福祉協議会、あるいは地域の皆さんのボラ

ンティアを含めて大きな努力によって実施しているのでありますけれ

、 、ども ほかの町村ではなし得ないすばらしい取り組みでありますので

ぜひ社会福祉協議会とあわせて町としても継続できるよう取り組んで

いきたいというふうに思うところでありますけれども、特にサロンに

ついては１年に１回サミットというような形でもやっていますから、

そういう中で今おっしゃったようにマンネリ化を防止しながら、多く

の方に出ていただくよう町としてもいろんな形で支援をしてまいりた

いと思います。

加納議長 以上で服部悦朗議員の質問を終了いたします。

質問順位９番、和田鶴三議員、子育て制度について町長に質問を行

います。

和田議員 きょうは９人の質問者ということで、一番多いのでないかなという

ふうにして思います。私一番最後ですので、余り時間をかけずに、早

く帰れるようにと思ってはいるのですが、よろしくお願いしたいと思

います。

子育て制度についてです。来年度から実施が予定される子ども・子

育て支援制度で多くの自治体が実施に向けた条例の改正を行いまし

た。新制度と子育て施策のあり方を見てみると、新制度は公的制度を

崩し、企業参入を促すものです。2012年に提出された新制度法案は、

町村の保育実施責任をうたった児童福祉法24条１項、市町村は保護者

の労働、または疾病その他政令で定める基準に従い、条例で定める事
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項によりその監護すべき乳児、幼児、または第39条第２項に規定する

児童の保育に欠けるところがある場合においては、保護者から申し出

があったときにはそれらの児童を保育所において保育しなければなら

ないとの条項が削除されておりました。しかし、保育関係者や保護者

からの批判が広がり、児童福祉法第24条１項が復活をいたしました。

現行法と大きく変わるのはどこか、保育士の資格、実施責任者は誰

、 、 、か 施設の広さはどうなるのか 保育士の待遇はどのようになるのか

児童保護者の経済的負担はどのようになるのか。

本町は、児童福祉法第24条の政令で定める基準により保育行政を行

っておりますが、少子化社会にあって幼児保護者の経済的負担がこれ

以上厳しくなれば住民は安心して子供を産み育てることはできませ

ん。自治体が責任を持って今後とも現行法を続けていくべきと考えて

おりますが、町長の所見を伺いたいと思います。

加納議長 町長、答弁求めます。登壇願います。

小林町長 それでは、和田議員の質問にお答えをさせていただきたいと思いま

す。

初めに、子ども・子育て支援新制度についてでありますが、この制

度は平成27年４月の本格的実施を目指し、幼児教育、保育、地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進することを目的とし、平成24年８月

に成立した子ども・子育て３法に基づくものであります。

その主なポイントでありますけれども、１点目としてはこれまでの

施設、事業者に対する公費補助方式が改められ、乳幼児の教育、保育

について介護保険制度と同様の給付制度が導入されることでありま

す。認定こども園、幼稚園、保育所においては、共通の施設型給付と

なり、新たに地域型保育給付として小規模保育、家庭的保育などが創

設されるものであります。

２点目としては、認定こども園制度の改善により幼保連携型認定こ

ども園の認可、指導監督の一本化、学校及び児童福祉施設としての法

的位置づけがなされたところであります。

３点目でありますけれども、地域の実情に応じた子ども・子育て支

援事業の充実も図られるもので、消費税の引き上げによる国及び地方

の恒久財源の確保を前提に、全ての子ども・子育て家庭を対象に幼児

教育、保育、地域の子ども・子育て支援の質、量の拡大を図るものと

されているところであります。

次に、実施責任者、保育士の資格、施設の広さ等についてでありま

すが、給付にかかわっては市町村が主体となり、事業実施計画を策定

、 、 。 、し 給付 事業を実施することになります 保育士の資格については

幼保連携型認定こども園については保育士と幼稚園教諭の両免を有す

る保育教諭を配置することとなり、小規模保育等の地域型保育施設に

ついては、さきに条例を制定しました士幌町家庭的保育事業等の設備
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及び運営に関する基準において職員、保育面積等を定めております。

なお、幼保連携型認定こども園の職員及び設備に関しましては、北

海道が制定する北海道認定こども園の認定の要件に関する条例及び北

海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条

例施行規則によるものであります。

保育士の処遇等については、処遇改善を実施した場合は内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額である公定価格の加算により

対応されることが想定されております。

最後に、保護者が支払う利用者負担についてでありますが、新制度

における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘

案して定めることとされており、現行の幼稚園、保育所の利用者負担

の水準をもとに国が定める水準を限度として、実施主体である市町村

が定めることになっております。利用者負担に関しまして国が定める

水準は、公定価格と同様最終的には平成27年度予算編成を経て決定さ

れるものでありますが、本町におきましては現行水準を上回ることな

く設定してまいりたいと考えているところであり、法の趣旨とあわせ

地域の特性を十分踏まえつつ対応してまいりたいと存じますので、理

解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、和田議員への質問に対する答弁とさせていただきます。

加納議長 再質問があれば許します。10番、和田議員。

和田議員 今の説明の中で、介護保険と同様の給付制度が導入されるというこ

とになるわけですが、今までは給付型ということになっているわけで

すが、その辺との関係は大きくどういうふうにして変わるのでしょう

か。

加納議長 町長。

小林町長 そしたら、担当課長、子ども課長のほうからお答えさせていただき

ます。

加納議長 子ども課長。

高 橋 子ども課長、高橋よりお答えさせていただきます。

子 ど も 今度の新しい制度によります介護保険制度と同じような給付体制と

課 長 いいますのは、保育を必要とする条件と、それから保育を要らない今

までの幼稚園型のような制度と３つに分かれておりまして、そこを１

号認定、２号認定、３号認定というような形で認定をいたしまして、

それに対しまして国が定める公定価格というものが反映されるという

ような形になります。

加納議長 10番、和田議員。

和田議員 そこで、新制度が導入されることに対して本町としてはどのような

メリットがあるのか、わかる範囲内でよろしいのですが、なるべく具

体的にお願いしたいと思います。

加納議長 子ども課長。
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高 橋 この制度は、大きく待機児童がたくさんいる都市部において有効と

子 ど も いうか、されるものでありまして、うちのように待機児童のいない保

課 長 育所につきましては現状と余り変わらない方式なのですが、今申しま

したように最初に１号、２号、３号認定をすることによりましてどの

ような子供、例えば幼稚園を必要としているお子さんなのか、それと

も未満児で保育を必要としている子なのか、３歳以上でうちのような

認定こども園に入ろうというようなお子さんなのかということがその

申し込みの段階より早い時点で支給認定をすることでわかるというこ

とになりまして、そうするとそういうお子さんを行政のほうで利用調

整といいまして各施設に調整して早くに分けることができるというこ

とでございます。なので、うちとしての直接のメリットというのは余

りないかなというふうには思うところでございます。

加納議長 10番、和田議員。

和田議員 そういう形で分類されるわけですが、そうするとそれぞれの保育の

単価というか、預ける場合の費用というのはどういうふうに変わりま

すか。

加納議長 子ども課長。

高 橋 子ども課長、高橋よりお答えいたします。

子 ど も 基本的には１号認定というのは、先ほど申しましたように今の幼稚

課 長 園に匹敵するものでございます。料金につきましては、所得に応じた

階層ごとに区切られるような形になります。２号認定と申しますのは

ゼロ、１、２歳児で、３号認定というのが３歳以上の子になるのです

けれども、今度から保育を必要とするというような言い方になるので

すけれども、そういうようなお子さんに関しましては保育の時間を、

今まで保育というのも一律の時間だったのですが、保育短時間という

ふうな感じで８時間という時間と、それから保育標準時間といって11

時間という時間の２つの時間を設定することになりまして、それによ

って料金が今国のほうで試案として出されているのはその２つに応じ

た額で利用者からいただくようにというふうになっております。

加納議長 10番、和田議員。

和田議員 ちょっとよくわからない部分もあるわけですが、現行制度を変えな

ければ自治体として保育を維持することが難しいと考えているのです

が、現実的には来年の４月の１日からそういう形で変わるというよう

なことで、大幅に変わっていくのだろうというふうにして思います。

そこで、現在幼保一元化ということで認定こども園が導入されてい

るわけですが、これはもともとは公的保育制度を民間企業が参入し、

置きかえて、そして安上がりの保育を目指すものであって、本町があ

えて公設の認定こども園として行ってきたその理由というのはどこに

あったのでしょうか。

加納議長 町長。
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小林町長 子育て支援対策として、１つは保育所の制度を改変をしていくとい

う中で認定こども園を検討したのですけれども、考え方としては例え

ば保育所であれば保育に欠けるとか、それから幼稚園であれば午前中

で終わりという短時間ということでありますから、そういう面では必

ずしも多様な保育ニーズに応えられていなかったということがあっ

て、できる限り多様なニーズに応えることができるようにということ

で認定こども園を導入したものでありまして、具体的にいくと例えば

短時間型と長時間型に分かれるのですけれども、短時間の方々が延長

という形で、例えばお母さん方が３時ぐらいまで用事あるという場合

も対応できるという、そういうことを思って認定こども園できたので

ありますが、それぞれ本人の多様なニーズを見ながら利用をしていた

だいているところであります。

加納議長 10番、和田議員。

、 、和田議員 そういうことで どちらかというといいとこ取りというような形で

利用者にとって都合のいい、そしてこれを行政が進めるという形には

本来なっていなかったわけです。それを本町としては行政が進めると

いうような形で、そういう点では私も非常に評価をしているところな

のですが、この制度はそもそも都会における待機児童の解消というよ

うなことで、これは民主党政権の時代のときにコンクリートから人へ

というようなこともありまして、そういう中身に置きかえてきたとい

うことなのですが、結局その中で小規模施設の保育士の緩和というよ

うなことも含まれているところから、それは一般的な人数の中で19人

まではこういう形という形で決まっているわけですけれども、あとそ

れ以外の関係については今までどおりのような形に聞こえるわけです

が、保育士の資格のない方も結局はその資格の緩和ということで研修

だけを受ければ保育に当たることができるというようになっているの

であって、そういう点では本町はどちらかというと今俗に言われます

少子化ということの中からすれば余りなじみがないのでないのかなと

いう気がするわけです。そういうことで、もしあるとすればへき地保

育所の例えば下居辺の状況が今そういう形で該当していないというよ

うなことで、そういうところが該当してくるのかなという気がするわ

けですが、その資格の問題についてはどういうふうにして変わってく

るのでしょうか。

加納議長 子ども課長。

高 橋 子ども課長、高橋よりお答えさせていただきます。

子 ど も 町長の答弁のほうにも書いてあるのですけれども、さきの９月の議

課 長 会で条例を制定させていただきました家庭的保育に関するところにそ

の保育士等の資格についても記載はしてあるのですけれども、研修を

、 。受けて 町長が認めた場合にという保育士の資格にはなっております

加納議長 10番、和田議員。
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和田議員 それで、長時間の保育になるのか、ならないのかちょっとわかりま

せんが、そういう方というのは一般の保育士とは違いまして、当然単

価や何かについても安くなるのでないかなという気がするわけです。

それで、余りにも安いと人が来ないというような形で今でも、本町は

違いますが、俗に全体的な形でしますと非常に保育士の待遇がどんど

ん落ちてきているというようなことで、保育士のなり手がなっている

のですが、やめていく方がふえてきているというようなことがあるわ

けです。そういうことで、そういう人が経済的な形でやっぱりきちっ

と成り立つようにするためには最低でも町が採用して、準職員並みの

形で持っていくべきが本当でないかなというふうにして思うのです

が、その辺の関係についてはどのように考えておられますか。

加納議長 町長。

小林町長 保育士というのですか、職員については、今の認定こども園、ある

いはへき地保育所という制度の中でも要支援児対策としても加配もし

ているわけでありますけれども、今申し上げました家庭的保育におい

ては町の研修で入れるということなのでありますけれども、それぞれ

内容が示されているのでありますけれども、職員の待遇以前に地域の

実態となかなか合わないということがあって、今の小さい例えばへき

地保育所で５人少ないというやつの中でもうまく地域で運営できてい

けるのかどうかという、そういう課題もあるので、特にへき地保育所

については今後地域の皆さんと十分実態の中でどういうふうにやれる

のかということを考えていかなければならないというふうには思って

いるところであります。

加納議長 10番、和田議員。

和田議員 これで最後にしたいと思いますが、それで入所の判定の関係なので

すが、当然今度は新しい制度になりますと、先ほど前段でもって出て

おりましたように介護保険制度に準じたような形でもってなるという

ことになれば、どうしてもその基準というのが出てくるわけです。そ

の基準というのは、それぞれの収入というか、収入もあるのかな、時

間的な形で何時間その方が働いているのかなというようなことで判定

されるのかなという、どちらなのかはわかりませんが、この間の議員

協議会の中でもって出ておりました最高48時間以上64時間と言ってい

ましたか、こういう形に該当しなければ結局は今まで入っていた人と

同じような形で保育がされないということになるのでないかなという

ふうにして思うのですが、その件についてはどうでしょうか。

加納議長 子ども課長。

高 橋 子ども課長、高橋のほうからお答えさせていただきます。

子 ど も さきの全員協議会の中で、あす提案させていただきます条例の中身

課 長 でありますが、今回保育に欠けるという言葉から保育を必要とすると

いうような条件になりまして、その事由につきましては新しい子ども
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・子育て支援法の規則の中で国のほうで事由をいろいろうたっており

まして、その理由に該当する、例えば両親が働いていらっしゃるです

とか、それから今回追加されたものの中には求職活動中であるとか、

育児休業をとっていらしてもお兄ちゃんやお姉ちゃんが保育所に来て

いればそれを預けることができますよとかということの中に働く時間

を町村で定めなさいという項目がありまして、そこの中に48時間から

64時間の間で最低ライン１カ月ですけれども、そこを定めなさいとい

うことで、うちのほうは48時間というふうにさせてはいただいており

ますが、ここに今言いました理由に合致することと、それから時間に

つきましては48時間ですと１日にすると２時間半ぐらいのパート的な

仕事でも保育のほうを受けることができるというふうになっておりま

すので、現状と変わらないというふうには考えているところでござい

ます。

加納議長 以上で和田鶴三議員の質問を終了いたします。

これで一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全て終了いたしました。

次回はあす16日午前10時から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。

（午後 ４時３７分）


